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１ 調査研究のねらい 
当研究班では、今年度、都市部における在宅医療体制構築支援の手法について研究する予定であっ

たが、第４波を終えたばかりの６月に全国保健所長会 内田会長から「コロナの医療体制整備に関し

て、何か示唆を得られるような研究をするように」との指示を受けた。そこで、在宅医療体制構築支

援の研究と並行して、今回の新型コロナウイルス感染症への医療政策などの対策（以下、コロナ対策

という）において報告者、研究班員の管内で何が起こったのかを記録するとともに、今回のコロナ対

策および次のパンデミックで実行すべき、国・都道府県・保健所の対策について検討することとし

た。 

 
２ 調査研究の方法 

（１）都市部での在宅医療体制構築⽀援の好事例を選出 
令和元年度の全国保健所アンケート調査において、管内の在宅医療を具体的に向上させる活動を

行っていた都市部の保健所にヒアリングを行い、班会議での実践報告を依頼した。しかし、承諾頂け

た保健所は３ヶ所に留まった。そこで、保健所は関与していないものの市の他部署が在宅医療体制構

築支援を行っている都市部の２行政を含めて計５行政が報告を行った。 

（２）班会議での実践報告 
昨年度作成した定型テンプレートをもとに報告者が報告用パワーポイントを作成した上で、班会

議において報告した。また、班員が報告者の管内における在宅医療標準化データを作成し、研究班・

報告者間で共有した。 

また、定型テンプレートには「コロナ対策で分かった入院医療・在宅医療の医療政策の課題と展

望」を追加し、都市部におけるコロナ対策の状況と課題を記録することとした。 

報告者の事例報告について、質疑を行った後、その時期の新型コロナの感染状況と対策について報

告者を含めて班員間で全体討議を行った。 

（３）「管内のコロナ対策の実際とあるべき姿」事例報告 
班員が自保健所管内の主に第３波～第５波等の状況を記録し、都道府県・保健所のコロナ対策の状

況と課題について報告した。 

 

３ 研究の体制・経過 
（１）研究の体制 

分担事業者 逢坂 悟郎 兵庫県 加東保健所 

協力事業者 福永 一郎 高知県 安芸福祉保健所 

協力事業者 大木元 繁 徳島県 三好保健所 

協力事業者 杉澤 孝久 北海道 帯広保健所 

協力事業者 中川 昭生 福島県 福島市保健所 



4 

協力事業者 福内 恵子 東京都 品川区保健所 

協力事業者 岡本 浩二 埼玉県 川口市保健所 

協力事業者 向井 直子 福岡県 福岡市城南保健所 

協力事業者 柳  尚夫 兵庫県 豊岡保健所 

協力事業者 中本  稔 島根県 出雲保健所 

協力事業者 長井  大 鳥取県 鳥取市保健所 

協力事業者 中原 由美 福岡県 宗像・遠賀保健所 

協力事業者 上野 明則 島根県 雲南保健所 

協力事業者 毛利 好孝 兵庫県 姫路市保健所 

協力事業者 昼間 詩織 群馬県 渋川保健所 

協 力 者 松岡 太郎 大阪府 豊中市保健所 

協 力 者 浅野美穂子 千葉県 柏市地域医療推進課 

協 力 者 勝矢 聡子 大阪市 健康局健康施策課 

アドバイザー 白井 千香 大阪府 枚方市保健所 

アドバイザー 宮﨑  親 福岡県 糸島保健所 

 

（２）調査研究の経過 

経過 調査研究／検討内容等 

第１回班会議 

日時： 2021 年５月 29 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom 

（１）今年度の研究の方向性 

（２）姫路市保健所 毛利所長より在宅医療充実への取り組み、コロナ
感染者への在宅医療の状況と課題を報告 

（３）全体討議 

第２回班会議 

日時： 2021 年７月 31 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom 

（１）コロナ対策の実際とあるべき姿 イントロダクション 

（２）豊中市保健所 松岡所長より在宅医療充実への取り組み、コロナ
対策での現状と課題を報告 

（３）質疑 

（４）現時点でのコロナ対策の現状について議論 

第３回班会議 

日時： 2021 年８月 21 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom  

（１）福岡市 城南保健所 向井所長より在宅医療充実への取り組み、
コロナ対策での現状と課題を報告 

（２）質疑 

（３）現時点でのコロナ対策の現状について議論 

第４回班会議 

日時： 2021 年９月 25 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom  

（１）柏市保健所 浅野専門監より在宅医療充実への取り組み、コロナ
対策での現状と課題を報告 

（２）質疑 

（３）現時点でのコロナ対策の現状について議論 

第５回班会議 

日時： 2021 年 10 月 31 日（日） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom  

（１）大阪市 健康局健康施策課 勝矢課長より在宅医療充実への取り
組みを報告 

（２）質疑 

（３）中間報告へ向けた論点整理と議論 

第６回班会議 

日時： 2021 年 11 月 27 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom  

特別講演 「コロナ禍において（なぜ）新型インフルエンザの教訓が生
かされなかったのか」 

川崎市健康福祉局健康安全研究所 岡部 信彦 所長 
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経過 調査研究／検討内容等 

第７回班会議 

日時： 2021 年 12 月 25 日（土） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom 

（１）第８次医療計画 「新興感染症等の感染拡大時における医療提供
体制の確保に関する事項」について 
加東保健所 逢坂 悟郎 所長 

（２）保健所、医師会員による自宅療養の進め方と病床確保の手法に
ついて 
姫路市保健所 毛利好孝 所長 

（３）品川区における自宅療養者の状況と医療体制整備について 
品川区保健所 福内 恵子 所長 

第８回班会議 

日時： 2022 年１月 30 日（日） 

  10：00～12：00 

場所： Zoom 

（１）都市部における在宅医療体制構築支援のまとめについて 

（２）厚生労働省の「医療計画作成支援データブック」の活用について 

（３）報告書へ向けた論点整理と議論 

 
 
４ 我が国におけるパンデミック対策の経過 

（１）2009 年の新型インフルエンザ前後の我が国におけるパンデミック対策について 
2009 年２月、強毒性の鳥インフルエンザ対策のため、新型インフルエンザ対策行動計画１）および

新型インフルエンザ対策ガイドライン２）が改定された。その直後の 2009 年６月、WHO が新型インフ

ルエンザ（A/H1N1）パンデミックフェーズ６を宣言したが、ほとんどの感染者は軽症で国内での死亡

者数は少数に留まった。 

しかし、日本がそれまで強く恐れていた新型インフルエンザであったことから、国内では混乱が起

こった。その後、国レベルの振り返りが行われ、流行の翌年である 2010 年６月には新型インフルエ

ンザ（A/H1N1）対策総括会議 報告書３）が策定された。その報告書での反省点は、 

 
○ガイドライン等が病原性の高い鳥インフルエンザ（H5N1）を念頭に置いたものであったこと 

○突然大規模な集団発生が起こる状況に対する具体的な提示が乏しかったこと 

 
などであった。 

2010 年９月には新型インフルエンザ対策専門家会議（議長は当時の国立感染症研究所 感染症情

報センター 岡部信彦 センター長）が発足し、その議論の末、2013 年、新型インフルエンザ等対

策政府行動計画４）（以下、政府行動計画という）および新型インフルエンザ等対策ガイドライン５）

（以下、ガイドラインという）が策定された。 

2009 年の旧行動計画とそのガイドラインでは、国内発生早期と国内感染期の感染防止策の違いが

明確でなかった。そこで、2013 年の政府行動計画とそのガイドラインでは、感染拡大の進行につれ、

必要な対策が変化していくことを踏まえ、国内発生早期は感染拡大の抑制が主な目的だが、国内感染

期には被害の軽減が主な目的となることが明確化された。また、国における発生段階に加え、地域

（都道府県）における発生段階が追加された。これによると、各都道府県で初の感染者が発生すると

「地域発生早期」、都道府県で感染者の接触歴が疫学調査で追えなくなった時点を目安として「地域

感染期（感染拡大～まん延～患者の減少）」とされた。 
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2013 年の政府行動計画とそのガイドラインの概要を記すと以下のようになる。 

１）海外発生早期には水際対策（検疫）でウイルスの国内侵入を阻止する。 

２）地域発生早期には、流行のピークを遅らせるため、発生した新型インフルエンザ等の状況によ

り、緊急事態宣言を行い、積極的な感染対策をとる。都道府県は、感染症法に基づき、患者への

対応（治療・入院措置等）を行う。積極的疫学調査を実施することにより、患者の濃厚接触者を

特定し、対応（外出自粛要請、健康観察等）を行う。 

３）地域感染期以降、 

① 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を積極的な感染拡大防止から被害軽減に切

り替える。感染症法に基づく患者の隔離、健康観察、入院措置は実施しない。患者の濃厚接

触者を特定しての措置（外出自粛要請、健康観察等）を中止する。国内の患者数が増加し、

新型インフルエンザの特徴や患者の臨床像等の情報が蓄積された時点では、患者の全数把握

は、その意義が低下し、また、地方公共団体や医療現場の負担も過大となることから、入院

患者及び死亡者に限定した情報収集に切り替える。 

② 一般の医療機関において新型インフルエンザ等の患者の診療を行う。軽症者は原則として自

宅療養とし、重症者は入院治療とする。自宅療養に対する往診、訪問看護等については、重

症患者の診療に従事しない医師等が積極的に関与することが望まれる。特措法第 31 条の規

定に基づき、患者に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師、

その他の政令で定める医療関係者に対し、都道府県知事は医療を行うよう要請等することが

できる。 

 

2013 年の政府行動計画とそのガイドラインでは、上記のように、地域（都道府県）における「感

染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化していくこと」が強調されている。 

この政府行動計画とガイドライン策定の前年である 2012 年には、新型インフルエンザおよびそれ

と同様の危険性のある新感染症を対象とした対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の

明確化など法的整備の必要性から、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特措法という）が

制定された。 

また、2013 年の政府行動計画に基づいて、全都道府県、市町村において新型インフルエンザ等対

策行動計画が策定された。これに基づき、二次医療圏域毎に新型インフルエンザ等対策圏域協議会を

設置し、新型インフルエンザ等の流行に備えた対策を協議するとともに、医療機関および医療従事者

と連携した研修・訓練を実施してきた。 

 

（２）今回の我が国におけるコロナ対策の経過 
2019 年 12 月に中国・武漢市で報告された原因不明の肺炎は、「COVID-19（新型コロナウイルス感

染症、以下、コロナという）」と名付けられ、その後世界中に拡散した。国内で初めての感染者が確

認されたと発表されたのは１月 16 日で、武漢市に滞在歴がある肺炎の患者であった。 

コロナは、１月の国会審議においては、特措法の対象となる「新感染症」に該当すると考えられる

ため同法を適用して対応すべきとの指摘がなされたが、国は「新感染症は原因不明であることが前提

であり、今回はウイルスが特定されているため新感染症ではなく、また、新感染症の要件である、当

該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命および
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健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものには現時点では該当しない」として、2020

年２月１日付けでコロナを感染症法上の指定感染症に定め、２類感染症と同等の措置を実施した。し

かし、２月以降急速に感染が拡大したため、国は３月、コロナの流行を早期に収束させるために徹底

した対策を講じていく観点から、特措法の対象にコロナを時限的に加えることを内容とする法改正

を行った。 

しかし、国のコロナ対策としては、コロナを対象とするべく特措法改正を行ったにも関わらず、政

府行動計画とそのガイドラインにある「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化していくこ

と」を踏まえたコロナ対策は実施されず、感染の段階を問わず、積極的疫学調査やクラスター対策、

人流抑制等による感染拡大防止策が、また、感染者の療養方針は入院と宿泊療養を基本とする政策が

継続された。そして、３月下旬以降の感染者急増を受け、政府が全国を対象に初回の緊急事態宣言を

出し、感染拡大防止へ向けて外出自粛などの徹底を国民に呼びかけた。 

その後、都市部を中心に感染拡大の波が繰り返される度に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

などが繰り返されたが、新規陽性者数は増加を続け、都市部に自宅療養者が増え始めた。2021 年の

第５波において、全国各地でコロナ病床が埋まり、自宅療養者が溢れたため、国は８月２日、感染者

を原則として入院・宿泊療養させる政策を見直し、「感染者が急増している地域では自宅療養を基本

とし、入院は重症者や重症化のおそれが強い人に限る」とした。このコロナ対策の転換を巡っては、

「重症直前の中等症で自宅療養する人が増え、その急変を見逃すリスクが増す」として、その時点で

感染が拡大していなかった地域の知事や与野党から批判が続出した。 

今回のコロナ対策においては、特措法、政府行動計画の実施体制として政府対策本部、都道府県対

策本部の設置、帰国者・接触者外来の設置等はなされた。しかし、政府行動計画とそのガイドライン

の根幹とも言える「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化していくこと」を踏まえたコロ

ナ対策について国・都道府県が国民に説明した上で実施することはなかった。 

ただし、ここで確認しておきたいことは、当研究班の総意として、国難とも言えるコロナ流行への

対策に奮闘してきた国、都道府県を非難する意図はなく、「この中間報告は、コロナ第６波および次

のパンデミックに向けた提言として作成されたものであること」である。 

 
 
５ 考察 
（１）パンデミックに備えるための平時からの保健所を含む⾏政の業務内容について 

① 管内の在宅医療体制構築⽀援  
感染の大規模な拡大によりコロナ病床が逼迫し、管内に自宅療養者が溢れるようになると、往診、

訪問看護ステーションなどによる自宅療養の提供体制の整備が必要となる。それには、平時から保健

所を含む行政が管内の在宅医療体制構築支援を行っていることが重要である。そうであれば、管内の

在宅医や訪問看護ステーションの状況を知り、信頼関係が構築されているはずである。 

41 ページの千葉県柏市の事例のように、平時から在宅医療体制構築支援に取り組んでいる自治体

では、第５波で自宅療養者数が急増したため、８月 10 日、市長が自宅療養の整備を決断したが、市

の調整により、わずか１週間後には自宅療養者への往診・訪問看護のシステムが構築された。 

一方、平時に在宅医療の整備に取り組んでいない自治体では、自宅療養を整備する苦労と住民の被

害が大きかったものと考えられる。 
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② 管内の病院間の連携調整  
「Ⅴ 事例報告」にある兵庫県加東保健所は、第５波に備えてコロナ病床を持つ病院会議を開催

し、管内の病床が第４波と同様に感染者で埋まれば、住民の命が守れないことを強調した。その上

で、全病院と保健所で「どうすれば入院期間を短縮し、病床を回転させ続けることが可能なのか」に

ついて議論した。この結果、第４波では退院基準を満たすまで入院させていることが多かったので、

これを改め、状態が安定して自宅の状況が許せば、デキサメタゾン内服、酸素吸入の状況で自宅療養

に移行することなどを取り決めた。この時点の合意が奏功し、第５波中、管内のコロナ病床が回転を

続けた。同様に千葉県柏市でも、市内病院連絡会を活用し、コロナへの対策を検討している。保健所

を含む行政としての医療政策を実現し、限りある医療資源を有効活用するために、平時から管内の病

院間の連携調整を行っていることは重要である。 

 

（２）今回のコロナ対策の経過と政府⾏動計画とそのガイドラインとの関連について 
① パンデミックにおける国⺠への説明  
今回のコロナ対策では、2020 年３月に特措法を改正したにも関わらず、政府行動計画とそのガイ

ドラインに沿った「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化していくこと」を踏まえたコロ

ナ対策を取ることを国から国民に説明することはなかった。実際には、政府行動計画とそのガイドラ

イン上、地域発生早期に取るべき積極的疫学調査、クラスター対策などによる感染拡大防止策を、地

域感染期からそのまん延状況においても取り続けた。同時に、国のコロナ対策としての感染者への対

応は、感染の段階に関わらず、入院・宿泊療養を基本とする政策を継続してきた。多くの都道府県で

は、コロナ対策の当初からそれぞれの県内において自宅療養者が溢れるまでの一定期間は「入院・宿

泊療養を基本」とする国のコロナ対策を踏襲していた（自宅療養者を認めた上で対応を開始したの

は、例えば、東京都、埼玉県では 2020 年４月から、大阪府では 11 月頃から、兵庫県では 2021 年４

月からである）。 

第５波において、首都圏を中心として全国各地でコロナ病床が埋まり、自宅療養者が溢れたため、

国は８月２日、感染者を原則的に入院・宿泊療養させる方針を見直し、感染者が急増している地域で

は「自宅療養を基本とし、入院は重症者や重症化のおそれが強い人に限る」とした。これは国として

のコロナ対策の大転換であったが、「感染拡大の進行につれ、必要な対策が変化していくこと」を踏

まえたコロナ対策を取ることを事前に国民に説明してこなかったことから、判断の遅れにつながり、

かつ、突然の政策転換は各方面からの批判にさらされた。追い込まれた状況での政策転換は困難を伴

い、後手に回りがちである。 
 

② 地域医療のゆがみ  
国内では、当初、帰国者・接触者外来においてコロナの検査が実施されていたが、2020 年 11 月に

広く手挙げした医療機関が行政検査を行うようになった。しかし、今回のコロナ対策において、少な

くとも第５波までは、多くの医療機関は、コロナ病床での入院治療を除いて、コロナの検査を行うだ

けで、結果を保健所に届け出て任務終了としてきた。その後は保健所が、入院、宿泊療養、それが困

難なら自宅療養とするような判断を行ってきた。第４波、第５波以降、徐々に自宅療養が整備された

地域では、やはり自宅療養者について、保健所の判断で往診、訪問看護の依頼を行ってきた。都道府
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県によっては、保健所の判断を集約し、県レベルの組織から医療機関への依頼を行うシステムを取っ

ている自治体があるが、いずれにしても、行政が調整しないと感染者に医療が提供できないという状

況が持続している。 

正常な地域医療では、有症状の患者が医療機関を訪れ、医師が診断のために必要と判断した検査を

行い、診断に基づいて治療を行う。そして、経過観察を行い、入院が必要と判断すれば、病診連携あ

るは病々連携で患者が入院できるように対応する。今回のコロナ対策においては、通常は正常な地域

医療を実施している医療機関の多くが、コロナについては検査を行うだけで治療や経過観察を実施

しないという状況が長期間継続された。それらの医療機関の多くが、国による感染者の療養方針を入

院と宿泊療養を基本とする政策の影響で、自宅療養者が溢れる事態を想定してこなかった。そのた

め、実際に自身の診療圏において自宅療養者が溢れる事態になっても、往診、外来診療、訪問看護に

手挙げする医療機関、事業所は少数に留まった。 

このような地域医療の長期的なゆがみを見て、仮にコロナ対策の初期に、政府行動計画とそのガイ

ドラインに従い、「感染拡大の段階に応じて、必要な対策が変化していくこと」を踏まえたコロナ対

策を取ることを国から国民に説明していれば、地域感染期には「軽症者は原則として自宅療養とし、

重症者は入院治療とする。自宅療養に対する往診、訪問看護等については、重症患者の診療に従事し

ない医師等が積極的に関与することが望まれる」という理解が医療従事者に再確認されたはずであ

る。そして、それまでの長期間にわたり、二次医療圏毎に実施された新型インフルエンザ等対策圏域

協議会や研修・訓練で確認されてきた内容に基づき、都道府県・郡市医師会・看護協会等を中心に自

宅療養の整備が進んできたはずであり、非常に残念である。 

医療従事者へのワクチン接種が終了していた第５波においても、自宅療養が未整備であった自治

体が少なくなく、仮にコロナ対策の初期に国から国民・医療従事者に対し、地域感染期には「軽症者

は原則として自宅療養とし、重症者は入院治療とする」との説明とコロナ対策が着実に実施されてい

れば、もっと早い時期に自宅療養の整備ができたものと考える。 

また、第６波に関しては、地域医療がゆがんだままの状況で、第５波以上の新規陽性者と自宅療養

者の増大を迎えることが想定されるため、自宅療養が未整備の地域においては、自宅療養者に必要な

医療を提供されない悲劇を繰り返さないように、国、自治体を挙げて往診、訪問看護および外来での

メディカルチェックの体制整備を行うべきである。 
 

③ 保健所業務が過大となる状況  
1994 年、保健所法が半世紀ぶりに改正される形で、地域保健法が制定された。広域的な視点が必

要な感染症対策よりも、住民の生活に根ざした健康づくりが重視され、市町村の責任を大きくする方

向性が打ち出された。これにより、エイズ対策などの高度で専門的な保健サービスを保健所で、生活

に身近な保健サービスを市町村で提供されるようになった。1960 年代から一貫して 800 ヶ所を上回

っていた全国の保健所数は、この法改正をきっかけに減少を続け、現在は半数近くに減少している。

また、行政改革の影響で、保健所当たりの保健師等の職員数が減少を続けている。このように保健所

による大規模な感染症への対応能力が弱体となったところに、今回のコロナの感染拡大が起こった。 

しかも、国・都道府県のコロナ対策により、都市部の保健所は、積極的疫学調査、クラスター対策

などの感染拡大防止策と、感染者の入院、宿泊療養の調整に加え、自宅療養者への健康観察を実施

し、必要なら往診、訪問看護を依頼するという被害軽減策の双方を要求された。 

地域発生早期なら可能な業務量であったが、「感染拡大の段階に応じて、必要な対策が変化してい
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くこと」を踏まえたコロナ対策でないため、地域感染期のまん延状況においても同様の業務が国・都

道府県の指示に基づいて継続された。特に都市部の保健所業務を圧迫したのは、この感染段階におい

ても積極的疫学調査を継続せざるを得ないことであった。これにより、第５波の都市部の保健所にお

いて、新規陽性者への第１報の遅れや入院調整や往診・訪問看護への依頼の遅れにつながり、住民の

命に関わる危機的な事態を招いた。この事態を少しでも緩和するため、少なくとも埼玉県、東京都、

宮城県、京都府の一部と大阪府、兵庫県においては、保健所による積極的疫学調査を重点化（濃厚接

触者の把握を同居家族・同居人に限定し、施設調査は集団感染の恐れや社会的影響のある場合に限

定）した。 

班会議の議論では、積極的疫学調査の重点化を行いつつ、新規陽性者への第１報は当日中に行うこ

とをなんとか継続した保健所が複数あった。一方、第４波において積極的疫学調査を整理できず新規

陽性者への第１報までに１週間以上かかり、第５波では積極的疫学調査の重点化を行ったものの新

規陽性者への第１報までに２日以上かかった都市部の保健所があった。 

2021 年 10 月１日の厚労省 事務連絡によると「保健所の体制強化開始の目安として、人口 10 万

人あたりの１週間の新規陽性者数の合計（以下、この指標という）が 15 人を上回る場合、２週間程

度後に保健所業務が逼迫するおそれがあることを考慮すること」とあった。 

また、同日に開催された全国保健所長会 理事会における健康危機管理委員会からの厚生労働省

への提言案には、この指標が「50 人以上の高い感染状況が継続する場合」、その地域では「積極的疫

学調査による感染拡大防止効果は限定的で、孤発例の感染源探索のみならず濃厚接触者の特定は困

難」であり、「積極的疫学調査は、集団感染の恐れや社会的影響のある場合に限定するべき」とあっ

た。 

そこで、この指標を研究班員の管内における第３波～第５波に当てはめたところ、感染が拡大した

都市部の保健所では、この指標が「15 人を上回る場合、２週間程度後に保健所業務が逼迫する」こ

とと「50 人以上の高い感染状況では、積極的疫学調査による感染拡大防止効果は限定的で、疫学調

査を限定すべき」の両者がほぼ合致することが確認された。また、この指標が「15 人を上回った時

点」から２週間程度で、「50 人以上の高い感染状況」となることが班員間および厚労省新型コロナウ

イルス感染症対策アドバイザリーボードの「新規陽性者数の推移（HER-SYS データ）」６）において確

認された。 

一方、地方や郡部など、感染拡大地域からの人流が少なかったと思われる地域では、この指標が

「50 人よりも低いレベル」に留まった保健所も多く、この場合には被害軽減策と感染拡大防止策の

双方を継続できた。このことから、「地域感染期において感染拡大防止策を継続することの可否」を

保健所間で検討する際には、各自がどの感染段階での経過を基に発言しているのかを明確にした上

で議論することが重要である。 

一つの結論として、厚労省の事務連絡にあるように、２週間程度後に保健所業務が逼迫する可能性

があるのであれば、この指標が「15 人を上回る場合」は、保健所の体制強化を開始する段階を規定

する有効な指標と考えられた。また、その２週間程度後、この指標が「50 人よりも高い感染状況が

継続した場合」は、保健所業務が過大な状況となり、感染対策業務に優先順位をつけ、積極的疫学調

査、クラスター対策などの感染拡大防止策を縮小する段階を規定する重要な指標となりうる。 

このように感染の段階を規定した上でコロナ対策を行えば、次のパンデミックにおいては、今回の

コロナ対策よりも「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化していくこと」を踏まえた対応

が可能となりうる。ただし、保健所によって保健師等の職員数に違いがあるので、職員数に余裕があ

り、被害軽減策が十分に実施できているのであれば、この指標に関わらず、感染拡大防止策を継続す
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べきである。また、逆に、この指標に関わらず、患者の命を守るための被害軽減策の実施が困難な状

況になれば感染拡大防止策を縮小することが必要となる。 
 

④ 管内の住⺠の命を救うために  
感染対策業務で最も重要なことは重症者、死亡者をできる限り少なくすることである。その観点か

ら、今回のコロナ対策で我々が学んだ重症者、死亡者をできる限り少なくする方策として、第６波へ

向けて少なくとも以下の内容が挙げられる。 

 

○新規陽性者にはすでに重症化している者が含まれるので、保健所による新規陽性者への第１報は、

必ず発生届の出た当日中に行う。 

○有症状者にあっては、翌日には専門職によるアセスメントを行う。 

○脱水、中等症者には、入院にこだわらず速やかに在宅での医療を開始する（ステロイド、酸素投与、

輸液等）。 

○外来での画像診断（胸部単純 X 線写真または胸部 CT）、血液検査を含めたメディカルチェック体制

を構築し、医療を要する患者を見落とさないようにする。 

 

上記は、第６波へ向けた保健所体制の整備と自宅療養の整備のポイントと言え、重症者、死亡者を

できる限り少なくするために欠かすことができない。 
 

⑤ コロナ対策において、いつまで２類感染症相当を継続すべきなのか  
政府行動計画においては、「病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度となった

とき、政府対策本部を廃止する」と記述されている。季節性インフルエンザの致死率は 0.1％未満と

されている。 

今後、ワクチンの効果を前提に、重症者への対応ができる入院病床の確保、軽症者への初期対応

（抗体カクテル療法、内服薬等）と自宅療養者の急変対応の整備ができ、結果として致死率が 0.1％

未満となればコロナを２類感染症相当から季節性インフルエンザと同様の５類感染症とすべきであ

る。 

 
 
６ まとめ 
１．2009 年の新型インフルエンザ以降の国レベルでの振り返りから特措法が制定され、政府行動計画

とそのガイドラインが策定された。都道府県、市町村でも行動計画が策定され、その後、二次医療

圏域単位での協議会や医療従事者向け訓練において「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が

変化していくこと」、地域感染期になれば「軽症者は原則として自宅療養とし、重症者は入院治療

とする。自宅療養に対する往診、訪問看護等については、重症患者の診療に従事しない医師等が積

極的に関与することが望まれる」ということが確認されてきた。 

 

２．今回のコロナ対策において、国はコロナを特措法の対象とするべく法改正を行った上で、政府行動

計画とそのガイドラインの実施体制の一部を活用したが、その根幹とも言える「感染拡大の段階の
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進行につれ、必要な対策が変化していくこと」を踏まえた対策を取らず、感染拡大防止策に重点を

おくコロナ対策を継続した。しかし、新規陽性者数が増加するにつれて、その弊害が拡大した。 

 

３．コロナ対策後に、新型インフルエンザ後のように国レベルでの振り返りの機会があるなら、政府行

動計画とそのガイドラインの根幹をなす「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化してい

くこと」を踏まえたコロナ対策が、なぜ、実施されなかったのかについて検証すべきである。その

上で、次のパンデミックに備えて、国が「感染拡大の段階の進行につれ、必要な対策が変化してい

くこと」を踏まえた感染症対策を確実に取り、それを国民に説明するために必要であるなら、特措

法や政府行動計画を適切に改正すべきである。 

 

 

７ 参考資料 
１）新型インフルエンザ対策行動計画 平成 21 年２月 17 日 最終改定 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/13.html 

２）新型インフルエンザ対策ガイドライン 平成 21 年２月 17 日 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/13.html 

３）新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議 報告書 平成 22 年６月 10 日 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100610-00.pdf 

４）新型インフルエンザ等対策政府行動計画 平成 25 年６月７日（平成 29 年９月 12 日 一部変更） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html 

５）新型インフルエンザ等対策ガイドライン 平成 25 年６月 26 日（平成 30 年６月 21 日 一部改定） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html 

６）第 53 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和３年９月 27 日） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 今回のコロナ対策の実際と 

あるべき姿 イントロダクション 
令和３年７⽉ 31 日 
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1 

 

2 

2021 年６月６日、全国保健所長会 内田会長から上記のような指示がありました。 
そこで、第４波では関西圏において自宅療養者が続出し、重症化しても入院できないという凄惨な状況に陥った
ことを鑑み、このような事態が生じた地域の状況を記録し、次のパンデミックに備えるべきだと考えました。 
そこで、今回のコロナ対策において研究班員・報告者の管内で何が起こったのかを記録し、保健所のコロナ対策
とあるべき姿（こうしておけば良かったと思うこと）、国・都道府県のコロナ対策のあるべき姿、次のパンデミックで
実行すべき、国・都道府県・保健所の感染症対策について、当研究班において検討することになりました。 

2021年６月６日、全国保健所長会　内田会長から上記のような指示がありました。
そこで、第４波では関西圏において自宅療養者が続出し、重症化しても入院できないという凄惨な状況に陥ったこと
を鑑み、このような事態が生じた地域の状況を記録し、次のパンデミックに備えるべきだと考えました。
そこで、今回のコロナ対策において研究班員・報告者の管内で何が起こったのかを記録し、保健所のコロナ対策と
あるべき姿（こうしておけば良かったと思うこと）、国・都道府県のコロナ対策のあるべき姿、次のパンデミックで実
行すべき、国・都道府県・保健所の感染症対策について、当研究班において検討することになりました。
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3 

2009 年に新型インフルエンザが日本で流行する直前に作られた「新型インフルエンザ対策ガイドライン（2009 月
２月 17 日）」の概要です。かなり良好なガイドラインのようですが、その直後に、本物の新型インフルエンザが来
るといろいろと混乱があったようです。新型インフルエンザについて、2009 年６月 11 日、WHO が新型インフルエ
ンザ（H１N１亜型）パンデミックフェーズ６を宣言しました。 

4 

 

2009 年に新型インフルエンザが日本で流行する直前に作られた「新型インフルエンザ対策ガイドライン（2009月２月
17日）」の概要です。かなり良好なガイドラインのようですが、その直後に、本物の新型インフルエンザが来るとい
ろいろと混乱があったようです。新型インフルエンザについて、2009年６月11日、WHOが新型インフルエンザ（H１N
１亜型）パンデミックフェーズ６を宣言しました。
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6 

日本がそれまで強く恐れていた「新型」インフルエンザであったことから、国内では混乱が起こりました。 
そこで、流行の翌年である 2010 年には、国レベルの振り返りが行われたそうです。 
この報告書での反省点は、 
○ガイドライン等が病原性の高い鳥インフルエンザを念頭に置いたものだったこと 
○突然大規模な集団発生が起こる状況に対する具体的な提示が乏しかったこと 
などでした。 

日本がそれまで強く恐れていた「新型」インフルエンザであったことから、国内では混乱が起こりました。
そこで、流行の翌年である2010 年には、国レベルの振り返りが行われたそうです。
この報告書での反省点は、
○ガイドライン等が病原性の高い鳥インフルエンザを念頭に置いたものだったこと
○突然大規模な集団発生が起こる状況に対する具体的な提示が乏しかったこと
などでした。
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2010 年９月には新型インフルエンザ対策専門家会議（座長は当時の国立感染症研究所 岡部信彦 氏）が発足
し、数年に渡る議論の末、2013 年、危機管理としての新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそ
れのある新感染症対策のために、新型インフルエンザ等対策政府行動計画およびそのガイドラインが策定され
ました。 

8 

新しいガイドラインの抜粋ですが、国における発生段階に加え、地域（都道府県）における発生段階ができまし
た。 
これによると、各都道府県で初の患者が発生したら「地域発生早期」、各都道府県で患者の接触歴が疫学調査
で追えなくなった時点を目安として「地域感染期」と定義されています。 

2010 年９月には新型インフルエンザ対策専門家会議（座長は当時の国立感染症研究所　岡部信彦　氏）が発足し、
数年に渡る議論の末、2013年、危機管理としての新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある
新感染症対策のために、新型インフルエンザ等対策政府行動計画およびそのガイドラインが策定されました。

新しいガイドラインの抜粋ですが、国における発生段階に加え、地域（都道府県）における発生段階ができました。
これによると、各都道府県で初の患者が発生したら「地域発生早期」、各都道府県で患者の接触歴が疫学調査で追
えなくなった時点を目安として「地域感染期」と定義されています。



19 

 
 
  

9 

また、旧行動計画では、国内発生早期と国内感染期の感染防止策の違いが明確でなかったので、感染拡大の
進行につれ、必要な対策が変化していくことを踏まえ、国内発生早期は感染拡大の抑制が主な目的だが、国内
感染期には被害の軽減が主な目的となることが明確化されました。地域発生早期には、患者・濃厚接触者を特
定しての個人対策（患者の入院勧告、濃厚接触者の外出自粛・健康観察）を行うが、地域感染期になればこれを
中止し被害軽減のための医療提供体制確保等に対策を順次切り替えるというものでした。 
同様に、地域発生早期には積極的疫学調査を行うが、地域感染期になれば被害軽減のための対策に順次切り
替えていくことが示されました。 

また、旧行動計画では、国内発生早期と国内感染期の感染防止策の違いが明確でなかったので、感染拡大の進行
につれ、必要な対策が変化していくことを踏まえ、国内発生早期は感染拡大の抑制が主な目的だが、国内感染期に
は被害の軽減が主な目的となることが明確化されました。地域発生早期には、患者・濃厚接触者を特定しての個人
対策（患者の入院勧告、濃厚接触者の外出自粛・健康観察）を行うが、地域感染期になればこれを中止し被害軽減
のための医療提供体制確保等に対策を順次切り替えるというものでした。
同様に、地域発生早期には積極的疫学調査を行うが、地域感染期になれば被害軽減のための対策に順次切り替え
ていくことが示されました。
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10 

2012 年には、新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など法的整備
の必要性から、新型インフルエンザ等対策特別措置法が策定されました。危機管理としての新型インフルエンザ
及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症対策のために「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」な
どが定められました。 

11 

新型インフルエンザ等対策ガイドライン（2013 年６月 26 日、2018 年一部改訂：最新版）の概要です。 

2012年には、新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など法的整備の必
要性から、新型インフルエンザ等対策特別措置法が策定されました。危機管理としての新型インフルエンザ及び全
国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症対策のために「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」などが定めら
れました。

新型インフルエンザ等対策ガイドライン（2013年６月26日、2018 年一部改訂：最新版）の概要です。
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今回のコロナ対策の経過についての当研究班の現時点での問題意識です。 

13 

当研究班としての今後の進め方（案）です。 

今回のコロナ対策の経過についての当研究班の現時点での問題意識です。

当研究班としての今後の進め方（案）です。



 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 班 会 議 報 告 
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１ 第１回班会議（令和３年５月２９日） 

（１）管内のコロナ対策の実際とあるべき姿 実践報告からの抜粋 
 

 
  

1 
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姫路市保健所（中核市） 毛利 好孝所長 
姫路市の概要 
人口 53 万人弱 
高齢化率 25％（高齢化のピークが迫ってきている） 
姫路市の北３分の１は山間部。 
南部の平地に多くの市民が居住し、病院・診療所もそこに集中している。 

3 

姫路市のコロナ陽性届出者数のグラフを示す。 

姫路市保健所（中核市）　毛利　好孝所長
姫路市の概要
人口　53万人弱
高齢化率　25％（高齢化のピークが迫ってきている）
姫路市の北３分の１は山間部。
南部の平地に多くの市民が居住し、病院・診療所もそこに集中している。

姫路市のコロナ陽性届出者数のグラフを示す。
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4 

コロナ禍になってどうなったかと言うと、 
第３波から入院できない自宅療養者が非常に増えて、重症化して行ったため、彼らにどのように医療を提供する
かに苦心した。 
令和３年１月２日から、保健所で医療をすることになった。 
市役所内の保健師を全員保健所に集め、コロナ対応へ回した。 
 
保健師がコロナ自宅療養者の自宅を訪問し、健康観察を行った結果、重症化しつつある患者には保健所が保健
医療機関としてオンライン診療を行い、ステロイド内服処方、酸素濃縮器の貸し出しを行った。同時に、保健所長
による緊急往診を開始した。 
訪問以外に、保健所に外来を開設し、胸部 X 線撮影の後、ステロイド院外処方等を行っている。 

コロナ禍になってどうなったかと言うと、
第３波から入院できない自宅療養者が非常に増えて、重症化して行ったため、彼らにど
のように医療を提供するかに苦心した。
令和３年１月２日から、保健所で医療をすることになった。
市役所内の保健師を全員保健所に集め、コロナ対応へ回した。

保健師がコロナ自宅療養者の自宅を訪問し、健康観察を行った結果、重症化しつつある
患者には保健所が保健医療機関としてオンライン診療を行い、ステロイド内服処方、酸
素濃縮器の貸し出しを行った。同時に、保健所長による緊急往診を開始した。
訪問以外に、保健所に外来を開設し、胸部 X線撮影の後、ステロイド院外処方等を行っ
ている。
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5 

保健師による訪問看護・訪問指導を 2021 年１月 18 日から開始した。 
電話での評価は難しく、ハイリスク者の病状の対面でのアセスメントから入院調整の優先順位付けを行ってき
た。 

6 

市内医療機関との連携した入院診療として、新型コロナの重点医療機関である金田病院のコロナ病棟に対して
診療支援（病棟医の役割）を実施している。 
保健所がコロナ自宅療養者に対して医療を提供するようになったことで、それまで及び腰だった開業医のうち約
20 人がコロナ往診に手挙げしてくれた。 
医師だけが頑張っても、多数の自宅療養者に対応できないので、健康観察や点滴の交換などを訪問看護にして
ほしいと考え、市内の訪問看護に相談を持ち掛けた。最初は消極的な返事だったが、最近は積極的に関わってく
れるようになっている。 
保健所、開業医が院外処方すると、コロナ患者に届けてくれる調剤薬局が 20 ヶ所あり、助かっている。 

保健師による訪問看護・訪問指導を2021年１月18日から開始した。
電話での評価は難しく、ハイリスク者の病状の対面でのアセスメントから入院調整の優
先順位付けを行ってきた。

市内医療機関との連携した入院診療として、新型コロナの重点医療機関である金田病院
のコロナ病棟に対して診療支援（病棟医の役割）を実施している。
保健所がコロナ自宅療養者に対して医療を提供するようになったことで、それまで及び
腰だった開業医のうち約20人がコロナ往診に手挙げしてくれた。
医師だけが頑張っても、多数の自宅療養者に対応できないので、健康観察や点滴の交
換などを訪問看護にしてほしいと考え、市内の訪問看護に相談を持ち掛けた。最初は消
極的な返事だったが、最近は積極的に関わってくれるようになっている。
保健所、開業医が院外処方すると、コロナ患者に届けてくれる調剤薬局が 20ヶ所あり、
助かっている。
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（２）議論 

 コロナをプラスにとらえ、病院の訪問看護ステーションが普段の在宅診療にもう少し関わっても

らえるように地域医療を再構築できたらと思った。（白井先生） 

 保健所長が、民間病院のコロナ病床の病棟医のようなこともやっている。これは、全国の保健所の

標準になるのか？（中本先生） 

 標準化にはならないと思うが、公衆衛生医師の雇用のためには、臨床と保健所に軸足を置いて務め

てもいいのではないかと思う。（毛利先生） 

 最新のコロナへの治療方針に関する情報なども、厚生労働省へ保健所から情報提供できる仕組み

があると参考になると思う。（毛利先生） 

 日本の PCR 検査の CT 値が高いので、疑陽性が多い。第５波が来て、自宅療養者が多発する前に C

Ｔ値 30 くらいにして欲しい。（感染研 45、台湾は 35）（逢坂先生） 

 また、新型コロナへの医療政策についてですが、新型インフルエンザ等ガイドラインでは感染が拡

大すれば在宅医療を中心に重症者のトリアージをして病院への負荷を少なくしながら死亡を減ら

すことは共通認識だったはずなのに、「入院医療を前提とし、自宅療養は限りなく少なく」という

ような不可能な医療モデルを国が示し続けて、都道府県に病床確保をただ指示するという「無策」

を続けている。感染率も死亡者数も欧米の１／20 程度なのに、医療が逼迫したことになってしま

った。このことは、この秋の第５波の準備でもあり、次のパンデミックへの準備として重要だと思

う。（逢坂先生） 

 議論も必要と認識しています。貴重な意見ありがとうございます。（中西先生） 
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２ 第２回班会議（令和３年７月３１日） 

（１）管内のコロナ対策の実際とあるべき姿  実践報告からの抜粋  
 
 
  

豊中市（中核市）
保健所長 松岡 太郎

保健所の医療政策と

都道府県の医療政策の乖離の問題

令和３年度厚生労働省地域保健総合推進事業 全国保健所長会協力事業
「医療構想と地域包括ケアの推進における保健所の役割についての研究」班
第２回班会議・事例報告

2021年７月31日
ZOOM会議
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豊中市の状況（Ⅰ）

＜＜地地域域概概要要＞＞

⚫位置：大阪府の中央部の北側、神崎川を隔てて
大阪市の北に位置する（東は吹田市、西は尼崎
市・伊丹市、北は池田市・箕面市に接している） 。

⚫面積：東西６キロメートル、南北10.3キロメートル。
36.6平方キロメートル（全域市街化区域）。

⚫人口：401,286人、65歳以上の人口103,355人（令
和３年５月１日現在）、人口密度は中核市の中で
一番高い。

⚫高齢化率：25.8％（令和３年５月１日現在）。

⚫豊能二次医療圏は、４市２町（豊中市・吹田市・
池田市・箕面市・能勢町・豊能町）でなっている。

⚫平成24年度から中核市となる。

豊能

コロナ対策で分かった入院医療・在宅医療の
医療政策の課題と展望

• 2020年３月（第１波）に、豊中市（保健所）として、市内の公的病院に新型コ

ロナの入院診療への協力をお願いし、「豊中市民のためなら」と同意してい

ただいた。しかし、ふたを開けると、他の医療圏からの入院患者で病床が

埋まった（入院出来ない豊中市民が多数発生した）。この病院職員のモチ

ベーションにも影響した。

→保健所（医療圏）など地域の“努力”と県の全域的な調整とのミスマッチ

• 感染症法上の新型コロナの「取り扱い」に関する政府の対応の遅れ

→（知見が乏しい）第３波まではともかく、

2021年２月には「格下げ」のチャンスがあったのでは？
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（２）「コロナ対策の実際とあるべき姿 イントロダクション」を受けての議論 

 豊中市からの報告での「コロナ禍で分った入院医療・在宅医療の医療政策の課題と展望」をまとめ

ると、豊中市保健所で構築したコロナ医療政策が大阪府の入院調整によってうまく機能せず、管内

の豊中市民が入院できないという事実があったということか（逢坂先生） 

→そういうことだ。（松岡先生） 

 厚労省でイニシアティブが取れているのか。感染症対策として、フェーズに合わせて対応を変える

べきなのに、今回の５波にあたっても、まだ感染拡大防止を主にしている。厚労省から積極的疫学

調査をするようにと指示が出ている。高齢者は予防接種をしているため、感染が抑えられているの

で、若い世代への重症化アセスメントだと思うが、具体的指示が全くない。そんな中、兵庫県では

自宅療養、自宅待機が混乱しているが、自宅療養の準備をしない状況でただ患者を待たすことで、

結果として死亡させている。リスクの高い人が入院、そうでない人は自宅療養として、悪化したら

入院するというのが感染症対策として分かっているはず。 

今であれば開業医がワクチンを打っているので方向転換をしていくべきだ。医療体制をどうする

かの政策がなく、感染拡大対策をずっと行っている。自分たちが作ったガイドラインを無視してい

る。今のボルテージで言っても、国の状況は変えられないので、実際、何が起こったかをこの研究

班で記録として残しておくべきである。保健所で医療体制整備として何ができるのか、データや考

え方を整理して出すべきである。事実関係をじっかり抑えて記録として残すべきだ。（柳先生） 

 北播磨圏域では２例の自宅死亡事例以外に、病院に搬送した直後に死亡し死亡診断を受けた患者

が 30 例くらいはいた。この患者は事実上、自宅死亡例があった。このようなことも記録しておか

ないといけないと思う。（逢坂先生） 

 大阪府では在宅療養で医療に繋げられなかった事例があるのか。府レベルではこのような事例が

一切出てこない。大阪では何か分析されているのか。（柳先生） 

 感染拡大の防止しかなく、自宅療養の議論はつい最近までなかった。モニターを各保健所へ配られ

たが、それだけで何をしろという指示はない。（中本先生） 

 徳島県も自宅療養はなかった。2021 年４月５月は入院調整中で結果的には自宅療養となった方は

いた。死亡率が高かった原因は、精神科病院でのクラスターであった。今のところは、病院と行政

のオンライン会議も週 2 回開催され、比較的医師が多い県でもありなんとかなっている。（大木元

先生） 

→徳島県で往診してくれるあてはあるか。（逢坂先生） 

→往診してくれる手上げ方式の対応はできている。（大木元先生） 

→第４波では往診医を見つけたとしても、コロナの治療ができない開業医が多かった。脱水補

正、デカトロン内服と酸素投与、ここを先に情報提供、準備していく方がよい。（逢坂先生） 

 在宅医療に訪問診療してくれる医師がいるがコロナ自宅療養となるとかなり厳しい。コロナ自宅

療養は高知県では基本的に行っていない。昨年度、在宅療養用のマニュアルが非公開でできてい
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る。マニュアルはあるが訪問診療、介護や看護は進んでいない。現実が追い付かなければローカル

で進めるしかない。開業の先生はワクチンで忙殺されている。ワクチンの集団接種しかしていない

ところは土日ぎっちり入っていて、ワクチンをやって在宅をやってとはなかなか難しい。小児の入

院で苦労している。小児科で小児が入院できるのが３か所しかない。ファミリー５人が感染し、３

人が小児の場合があったが苦労した。感染者はもとより、濃厚接触者の要介護者は接触の期限があ

けるまで介護保険サービスが提供されなかった。現時点でサチュレーションモニターは保健所に

備蓄され、入院待機者には配布されている。濃厚接触者が医療機関を経由せずに、検査だけを行う

場合、解熱剤などの薬がなくて困っている。（福永先生） 

→兵庫県では１年前に議論した話である。しかし、医療機関をどうコントロールするか。各都道

府県、重症化に合わせた医療対策、感染爆発したときの対策について議論されていない。（柳

先生） 

 今回の第５波は今回報告したような内容が各自治体で出てくると思う。第４波と第５波でどう違

うか。この研究班で議論を進めていきたい。（逢坂先生） 

 感染状況に対応した地域での医療提供体制の役割分担はフェーズを想定して、振り分けておくこ

とは重要だと感じている。（厚労省 中西先生） 

→自宅療養で重症化しても入院できない状況になっても、国、県は保健所に積極的疫学調査をさ

せている。本来は対策の主眼を、積極的な拡大防止から被害軽減に切り替えるべき時期であ

る。国、県の医療政策では市民の命を救えないとして、神戸市は疫学調査を行わないと言う姿

勢を明らかにするとともに、2021 年１月から訪問看護と委託契約して活動している。もう少

し国レベルで采配できればと思う。（逢坂先生） 

 全国保健所長会としてコロナであろうとなかろうと、本来の医療をどのように考えるかについて、

この研究班に託している。この研究班の意見を全国保健所長会として厚労省と議論したい。大阪府

としては自宅死亡者数を隠していないと思う。自宅療養者の死亡が多いのは、大阪府警が動いてい

るとは思うが、自宅死亡を亡くすための対応を大阪府全体で考えている。（白井先生） 

 大阪市は第４波の時は疫学調査が間に合わず、ひどい時は、連絡できるのが１週間から 10 日遅れ

であった。第５波に向けては新規感染者数によって、体制の強化を検討している。今のところは自

宅療養者数 300 人未満と設定し、第１報として簡単な疫学調査を行いながら連絡が遅れることが

ないように動いている。ただ、300 人を超えるようなことになっているので、来週からは数が増え

た体制として動きつつある。（勝矢先生） 

 第４波・５波の各保健所管内におけるコロナ患者のデータ整理をしておく必要がある。雛形を逢坂

から班員の先生方へ提供する。（逢坂先生） 

 群馬県の入院調整は、県庁でやっている。他の地域では管内でやっているのが多いのでしょうか？

（昼間先生） 

→圏域での医療体制はベットコントロールだけではなく、重症化のアセスメントや、訪問診療の

体制などを圏域の中のシステム化した中で、カバーできないものを全県で行うのが本来の形。

兵庫県では圏域内での入院調整は保健所が行い、圏域内での入院困難な場合には、県庁入院調
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整組織（県 CCC）がベットコントロールを 24 時間対応で実施している。入院させることはで

きるが、各患者にマッチした適切な病床を使えているかということの議論ができていない。地

域医療でいる中で、できないことを全県でやるのが筋なのではないか。（柳先生） 

→オリジナルな医療政策を考えている保健所は少ないと思う。（逢坂先生） 

→医療の配分はどこがやってもいいと思っている。医療計画の中に、感染症を入れるときに、感

染症を特化した医療機関でやるのではなく、地域医療として実施すべきだと思っているので、

そのようなデータ作成をお願いしたい。軽症者は診療所、訪問看護ステーションによる自宅療

養で行い、重症化すれば入院というように地域全体で普通診療として実施して欲しいと思っ

ている。（白井先生） 
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３ 第３回班会議（令和３年８月２１日） 

（１）管内のコロナ対策の実際とあるべき姿  実践報告からの抜粋 
 
 
  

福岡市（政令指定都市）
城南保健所長 向井 直子

2021年３月からの自宅療養者支援体制と
８月からの自宅療養者の医療体制構築

令和３年度厚生労働省地域保健合推進事業 全国保健所長会協力事業
「医療構想と地域包括ケアの推進における保健所の役割についての研究」班
第３回班会議・事例報告

2021年８月21日
ZOOM会議
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福岡市の新規陽性者数の推移（公表日別）

福岡県ホームページ：福岡県内での発生状況



37 

 
 
 
  

第３波の後、福岡市では自宅待機（自宅療養）者を対象とした
健康観察等フォローアップ事業を開始
○パルスオキシメーター貸与（２月中旬～）
○生活支援セット配付（３月23日～）
⚫ レトルト食品などの食料品
⚫ トイレットペーパー、箱ティッシュペーパーなどの日用品
⚫ 希望者には体温計

第４波中の５月13日より
○自宅待機者専用ダイヤル開設
⚫ 自宅待機者からの相談に確実に対応するため
⚫ 24時間体制

福岡市における自宅待機（自宅療養）者への支援

区保健所
入院・宿泊療養・自宅待機（自宅療養）をトリアージ

年齢、症状、基礎疾患、SpO2値、診断医の意見、
家族背景など

入院 宿泊療養 自宅待機
（自宅療養）

福岡市保健福祉局新型コロナウイルス感染症対策室

福岡県新型コロナウイルス感
染症対策本部（調整本部）

医療機関

福岡県新型コロナウイルス感
染症対策本部（宿泊療養班）

ホテル

• 区保健所が健康観察
• 経過により、入院・

宿泊療養へ

各区保健所の対象者の情報集約

調整依頼
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  第５波における自宅待機（自宅療養）者の医療体制構築

・市医師会、福岡市でワーキンググループ実施
登録制の自宅療養支援医療機関

◎R３.８.11～開始
• 登録医療機関 約200医療機関（ R３.８.12時点）
• 電話や情報通信機器を用いた診察、対症療法の処方
• 診察終了後は、電話にて保健所への報告
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（２）議論︓新型コロナの医療政策について 〜コロナ第５波の現状と課題〜 

 兵庫県 加東保健所管内人口は26万人、第５波では第４波に比べ早いペースで患者は増加したが、

重症患者は少ない。新規感染者数は８月から急増し、要因は学童保育のクラスター（学童 20 人か

ら家庭内感染への拡大）であった。１つの校区で 40－50 人の陽性者が発生した。ほか、お盆前の

３連休で帰省ラッシュ、20 人以上の大規模宴会から家庭内感染へ、という構図だった。医療体制

として７月中は病床不足なく、自宅療養者はなし。往診、訪問看護の利用もなかった。８月から自

宅療養・待機者が増加。兵庫県では発熱者含めホテル療養対象者となっていたが、中等症以上にな

ると患者を地元の病院に返すということが起きた。第４波以降、管内病院との対話ができていたの

で、県からの入院患者のほか、保健所から病院への入院病床も確保でき病状悪化時の対応はでき

た。高齢者患者が極わずかだったのが第４波との違い。高熱発熱者で脱水（往診から訪問看護介

入）、そこから重症化する 40～50 才代が多く、高齢者で急激に重症化する患者は第４波に比べ減

少した。（逢坂先生） 

 本年８月に入りようやく国のアドバイザリーボードに自宅療養体制の支援が必要とされた。昨年

の総理大臣交代時には、すでにまん延期への準備として、重症化対策が必要とされてきたのにされ

ていなかった。次のパンデミックに備え、今でも中途半端な状態である。国の今あるべき姿は、積

極的疫学調査をやめ、自宅療養支援体制の構築。これが災害であるなら、なお BCP に基づき優先順

位を付け対応すべき。疫学調査は不要だと国がはっきりと言わなければやめられないし、感染拡大

防止が重要といっているうちは変わらない。国の方針の背景に、日本医師会がコロナ患者の往診支

援へ前向きでないこともあるだろう。国と医師会で対話することが必要だ。今回なにが起き、なに

が問題だったのか、明らかにすべき、そして次に活かすべきだ。（柳先生） 

 第４波と第５波の間に２ヶ月間期間があった。２ヶ月あれば往診体制を構築できる。往診医の公

募、手挙げしてくれた医師へのレクチャー含め行うことができた。平時ならばできる。有事になる

と方針を大きく変えたりすることは困難になる。医療政策についても同じで追い込まれてから方

針を転換することは困難。昨年度は難しかったかもしれないが、今年に入り感染者数が落ち着いて

いる期間に見直し、新型インフルエンザ等対策ガイドラインに沿うような形に軌道修正をするこ

とはできたのではないか。方向転換を平時に行うことが必要だ。（逢坂先生） 

 保健所にもできることがある。病院側の立場とし、保健所にお願いしたいことは患者の病状把握を

しっかりとしてほしい。というのも、入院患者は県の調整センター経由の患者と管内患者とがいる

が、県を通じてくる患者は前情報と違う状態のことが多い。これにより、本来入院すべき人ができ

ていない、声の大きい人が入院しているという実態がかなりあると予想される。国の推進するアプ

リでの健康観察は不正確、抵抗感の少ない若者であっても自分の状態を正しく伝えることが難し

い。今の課題としては重症化対策なのだから、入院もしくは在宅医療の判断を正確に行うことが大

切。保健所の職員には、コロナ禍では患者を診ずして電話対応のみで状態を把握しようとしてい

る、それがまた困難を極めている。（毛利先生） 

 中等症と判断するためには、肺炎の有無について言及することが必要。そのために、レントゲンを

撮る必要がある。管内の公立病院では全例レントゲン撮影している。病院だからできている。診療

所には求められない。レントゲンさえ撮れば、重症度分類の大きな一助となるのに、国はそれさえ
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指示しない、それが問題。診療所や病院が感染対策上レントゲンを撮ることはできないといってい

る以上、重症度分類はできない。重症度分類するための医療体制構築を国はすべき。各地域ででき

るようシステム化して、地域でできるモデルを示すべき。国はより早い時期にリスクマネジメント

をしなければならなかった。具体的には昨年の秋、診療所医師に検査を求めた時期に長期的には方

向転換をしていくことを示しておくべきだった。（柳先生） 

 福岡市内に複数ある保健所について。私見で、政令指定都市の保健所は複数あるべきだと考えてい

るが、集約される方向にある。平成９年、北九州市の保健所が複数あったところから１つに集約さ

れた。福岡市と北九州市、近隣だと思うが、パフォーマンスの違いに何か感じるところはあるか。

今後、福岡市の区保健所は集約されないのか。（大木元先生） 

→福岡市には７区あり各区に保健所があるが、専任の保健所長は１区のみ。他６区の保健所長は１

人で２保健所を兼務している状態。７区の保健所が維持していけるかに関しては、今後集約される

可能性はある。コロナ禍では特に、２ヶ所の保健所管理も難しく、今後集約の可能性もあると感じ

る。北九州市の事情については分からない。（向井先生） 

 管内の医師へ訪問診療に関する勉強会を行った。すると勉強会前後で参加した医師の意識が変わ

った。「やらなければならない」という実感が沸くとともに、実際に行っている医師の話を聞くこ

とで、現実味が沸き「できそう」という意識に変わった。（大木元先生） 

 埼玉県川口市内（人口 60 万人）では毎日 200～300 人の陽性者がでている。いかに在宅死を防ぐ

かということで、現在、在宅診療医・遠隔診療を行ってくれる医師の組織化に取り組んでいる。現

在の問題点は在宅療養となった時に酸素が必要だが、酸素を供給するしくみがないこと。埼玉県は

県が病床、ホテル療養を一元的に管理しており、市独自で交渉することはなく、病床逼迫、ホテル

療養入所困難で、1,500 人近くの自宅療養者となっている。自宅療養者の健康観察については、県

が民間に委託して健康観察を行っている。想定数をはるかに上回る陽性者数となっており、健康観

察の委託事業もイマイチ機能していない。保健所では病状把握、基礎疾患の確認、パルスオキシメ

ーターを最短で届ける、ということを最優先に行っている。県は同居家族の濃厚接触者の特定は行

い、職場調査に関しては職場で行うという方針で、発症者対策に重点を置いている。（岡本先生） 

 千葉県の妊婦のコロナ感染者の事例が報道されているが。当管内の保健所マネジメントでは、陽性

者の妊婦であっても臨月までは入院させず自宅療養としている。全例の妊婦を入院させていたら

それがまた病床逼迫を招く。県の調整センター経由では、治療の必要ない妊婦も入院対応にて、病

床利用している。本音としては、こういうことをやめてほしい。保健所でのトリアージを正確に行

い、必要な患者へ病床を充てることが適切だ。アセスメントがいい加減では医療崩壊を招く。（毛

利先生） 

 コロナに対する医療体制も他の疾患同様、一般の医療システムに戻していかなければならない。外

来診療している医師もその人の重症度の評価をしなければならない。そのために、医療従事者はワ

クチン接種を優先的に行った。管内のコロナ往診医については、ワクチン接種が転換点となった。

コロナ診ません、といっている医師にとって何のためのワクチン接種だったのか。国の方針とし

て、医療従事者のワクチン接種が転換点となるべきだった。管内医療機関では、診断に必要な検査

をし、SpO2 を測り、レントゲンを撮り、重症度分類し、病診連携なり、病々連携で（保健所を介
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さず）直接やりとりをしている。地域の病床を守るということで、本当に入院が必要なケースしか

入院させず、病床を確保している（他の圏域からの入院は断っている）。入院が必要な人は全体の

10％に満たない。圏域内で重症者までカバーしている。全県でやるメリットはパイが大きいように

見えるが、結果として事務職が不確かな情報に基づいて入院調整をしているので上手くいかない。

医療圏があるのだから、圏域内医療体制のシステムを作ることが保健所の役割。だが、平時に国が

はっきりと方針を示さなければ、各保健所で実施していくことは困難。地元の医療機関に責任を持

って患者を診てもらう（保健所は必要時のみ介入、診断医は重症度分類まで行う）。病状悪化時に

は、再度の診察、必要時には救急車を呼ぶが圏域内の病院が急患も診る。中途半端に保健所が介在

することの意味はない。（柳先生） 

 各地域それぞれ課題があるなかで、いかにして地域の患者を守るか。反省点はいくつもあるが、感

染拡大の状況を目にして、直ぐに決定打を打てる状況ではない。ひどい感染状況であるが高齢者の

ワクチン接種が普及していなければさらに状況は深刻だっただろう。一般診療に戻すためには、ワ

クチンともう一歩必要だ。治療薬が経口薬になり外来処方できる等（インフルエンザのように）。

（厚労省 中西先生） 

 厚労省内で、ガイドラインに則って対応しなかったことをどう考えているのか。（逢坂先生） 

→上の考えは分かりません。（厚労省 中西先生） 

 高知県では８月 18 日に宿泊療養での対応が難しくなった。部屋が満室なのではなく、これ以上看

護師等スタッフの手配ができなくなった。平時と比べて今、専門職が３倍以上従事しているがそれ

でも難しくなった。そこで突然、自宅待機という話がでた。中でも高知市が大変。軽症患者が救急

車を呼んでトラブルになっている。管内基幹病院では全例 CT 撮影し、それで重症化分類すること

になった。管内では今のところ在宅療養 19 人（人口４万人）。これから医師会との調整を行う。県

の方針は管内に１つ、24 時間急患受け入れ可能な病院を作り、必要時の緊急入院にも対応する。

（福永先生） 

→自宅療養者の全例 CT 撮影は、感染者数が増加したときに対応可能なのか。陽性者数がより増

えてくると、保健所のアセスメントで誰を受診させるかという流れになってくる。（逢坂先生） 

→管内人口が少ないので、１日 20 人位なら CT を撮影してもらえることになっている。（福永先

生） 

→各種方向性で考えていきたい。ロナプリーブが使えると良いのだが。（福永先生） 

→今の段階で現実的なのは、酸素とステロイドを適切に使うこと。ロナプリーブは国内に７万人

分しかない。毎日 2.5 万人陽性者が増えている状況では現実味はない。中等症Ⅰの判断は SpO2

のみでできる。中等症Ⅰと判断したら、デカドロン投与。これをためらうから在宅で重症化し

ていく。重症病床がひっ迫しているのも、投与の遅れが一因となっている。第５波の若年者の

重症化例はまさにそれなので、保健所では中等症Ⅰを疑ったら体動時 SpO2 を確認、低値を認

めれば中等症Ⅰとしてステロイド投与を往診医に依頼する。さらに増悪し SpO2 93％未満にな

れば酸素投与を考慮する。なぜこれを全国でやらない？（毛利先生） 

→診療の手引き上 SpO2 93 未満でステロイド投薬と酸素投与とされているから治療が遅れる。

手引きよりも早い段階での治療を診療医はためらう。40～50 才代の陽性者が増えている中で、
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高熱のため脱水になる症例が多い。往診医、訪問看護の介入必要。（逢坂先生） 

→高熱に関して、アセトアミノフェンは無効。ロキソニンが効かなければ、ボルタレン。ボルタ

レンが必要な病状では、肺炎が起きて中等症と考えたほうがいい。若年者の脱水について、飲

めない、食べられないだけで往診していたら医療資源がもたない。その点では高齢者の方が辛

抱強かった。（毛利先生） 

→若年者の特徴として、健康観察時に具体的に聞かないと詳細な状態把握が難しい。飲水の確認

においても、「水飲めている？」では「飲んでいる」と答えるばかりで、実際は飲水量が足ら

ない。「ペットボトル 500ml 何本くらい飲めているのか」と具体的に尋ね、また水分摂取の目

安を具体的に伝えて、翌日の電話で確認することをしている。（逢坂先生） 

 兵庫県は、中核市が当初家族以外の濃厚接触者に関しては調査しないとし、現在は県型保健所も同

様になっている。今までは、県が、国が、と言っていたが、保健所も主体的に変わっていかなけれ

ばならない。（逢坂先生） 

 群馬県の人口 200 万人の県で、連日陽性者数が 300 人程となっている。8月中旬の知事が自宅療養

を始める、という発言以降、県庁に健康観察センターを設置し、届出の多い地域から順番に健康観

察を健康観察センターで行っていくという流れになってきている。（昼間先生） 

 大阪市では、もともと区の保健福祉センターで疫学調査を行っていたが、今は健康観察を中心に行

っている。保健所では、疫学調査は困難。ファーストタッチという形で初めて連絡するのも届出か

ら２日後になっている。第４波のときには、疫学調査を省略することが難しい中１週間遅れで対応

していた。第５波では体制を見直し、ファーストタッチが遅れないようにしている。第５波では前

回以上の陽性者数であるが、第４波ほどの遅れはない。周産期の陽性者について。（もともと産婦

人科であったので）例年８～９月には分娩数は多くなり、コロナとは関係なく NICU 体制は満床に

近い。そこで、コロナの周産期患者のみ優先するのは違う。（勝矢先生） 

→自宅療養体制は整えられているのか。（逢坂先生） 

→訪問看護ステーション、往診医に関しては大阪府が一括して行っている。（勝矢先生） 

→中等症患者へ往診医がステロイドの投薬と酸素投与を（電話診療でも）行ってくれているか。

（逢坂先生） 

→本庁側にいるので、現状は分からない。ただ、大阪府が示しているスキームに則って行ってい

るはず。（勝矢先生） 

→大変だった大阪市の第４波から第５波でどう変わったのか。まとめ資料の準備をしてもらえ

たら。（逢坂先生） 

→ファーストタッチは当日にすませるべき。（毛利先生） 

→ご指摘の通り。この数だと追いついていないのが実情。２日以上にはならないようにしてい

る。（勝矢先生） 

→ワクチン接種で高い時給で看護師を雇用した。その影響で賃金が高騰し、保健所で雇用したく

ても難しい状況になった。医療従事者の時給について国全体のバランスがあり、厚労省は、全

体のバランスを考えるべきだ。（毛利先生）  
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４ 第４回班会議（令和３年９月２５日） 

（１）管内のコロナ対策の実際とあるべき姿  実践報告からの抜粋 
 
 
 
  

1 

 

令和３年度厚生労働省地域保健総合推進事業 全国保健所長会協力事業
「医療構想と地域包括ケアの推進における保健所の役割についての研究」班
第４回班会議・事例報告

柏市（中核市）

保健福祉部地域医療推進課

専門監 浅野 美穂子

2021年７月から自宅療養者が急増。

市長の「自宅療養者の在宅医療体制構築」の
指示から１週間で自宅療養の体制整備を構築。

2021年９月25日
ZOOM会議
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柏市は東京のベッドタウンとして高度成長期に急激に人口が増加し、現在は人口約 43 万人の中核市である。 
手賀沼や利根川に代表される自然と、市中央部にある JR 柏駅周辺を中心とした商業施設による賑わいが折り
重なっている都市。 
2006 年にはつくばエクスプレスが開業し、柏の葉キャンパス駅エリアでは、東京大学や千葉大学を中心とした先
進的な学術の街となっている。 

3 

第１波の際には、医師会の声かけにより、平時からのネットワークを活用し、関係者が一堂に会し、現状の共有・
対応策の検討を実施。 
各病院の実情を共有することで、それぞれができる範囲での役割を見出し、検査体制の充実につながった。 
昨年秋には、発熱外来のあり方・体制構築のため、再度病院連絡会議を開催し、具体の体制について検討する
ことができた。 

⚫柏市は千葉県北西部に位置する。
面積：114.74ｋｍ２

⚫東京都心から約30㎞の距離、
ベッドタウンとして人口増加
2010年に中核市へ移行

⚫ 人口（2021年９月）：435,675人
⚫世帯数：196,814世帯
⚫高齢化率：25.9％

柏市の概要

病院連絡会議の場での検討

（１）趣旨
市内関係病院が一堂に会し、取り組みの実績報告を通じて課題を共有・協議

（２）構成メンバー
〇病院（病院長および事務長）〇柏市医師会 〇柏市（総務部、保健福祉部、保健所、消防局）

（３）検討
①R2.4.8 新型コロナ感染症対策および医療体制整備について
※各病院の現状、困りごとの共有、対応策の検討

･ 無症状・軽症者の宿泊療養
・ドライブスルー方式PCRセンター
・東京大学と連携した産官学医連携によるPCR検査体制の強化

②R2.10.6 新型コロナ感染症対策および医療体制整備について（ZOOM）

※感染者発生・対応状況共有、インフルエンザ流行に備えた体制整備検討

・発熱外来の体制整備

平時からの連携・ネットワークづくりが、非常時（緊急時）にも有効に機能

柏市は東京のベッドタウンとして高度成長期に急激に人口が増加し、現在は人口約 43万
人の中核市である。
手賀沼や利根川に代表される自然と、市中央部にあるJR柏駅周辺を中心とした商業施
設による賑わいが折り重なっている都市。
2006年にはつくばエクスプレスが開業し、柏の葉キャンパス駅エリアでは、東京大学や
千葉大学を中心とした先進的な学術の街となっている。

第１波の際には、医師会の声かけにより、平時からのネットワークを活用し、関係者が
一堂に会し、現状の共有・対応策の検討を実施。
各病院の実情を共有することで、それぞれができる範囲での役割を見出し、検査体制の
充実につながった。
昨年秋には、発熱外来のあり方・体制構築のため、再度病院連絡会議を開催し、具体
の体制について検討することができた。
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クラスター発生が相次いだ時、感染管理認定看護師が保健所に何らかの支援ができないか相談。 
保健所には高齢者施設とのネットワークがないことから、保健福祉部に相談、職能団体との連携によりクラスタ
ー発生リスクの高い多床室を持つ施設から巡回指導を開始。 
このことが高齢者施設の不安を軽減し、効果的な対策実施につながり、その後の陽性者発生・クラスター発生防
止につながった。 

5 

第 5 波の状況をご報告します。 

■経緯・目的
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、県内で高齢者入所施設でのクラスター発生が散見される
状況を懸念した市内病院の感染管理認定看護師から、施設へ出向く形での感染症対策支援を行い
たいという申し出があり、特別養護老人ホームとグループホームでの実施に至ったもの。
各施設の実情に合わせた専門的な助言を通じて、感染症対策の充実・標準化を図る。

■実施状況 ※令和2年10月～令和3年3月までの実績
（１）実施場所：特別養護老人ホーム（多床室）：６ヶ所、グループホーム：２ヶ所
（２）実 施 者：感染管理認定看護師（３名）※感染制御実践看護師1名含む

国立がん研究センター東病院、柏厚生総合病院、辻仲病院柏の葉
保健所：保健予防課、保健福祉部：高齢者支援課、法人指導課、地域医療推進課

高齢者入所施設における感染症対策支援訪問

時期 実施内容
事前 感染対策改善アクションチェックリスト・質問事項の提出

「社会福祉施設介護職員等向け新型コロナウイルス感染症
対策動画」（千葉県ＨＰ）を施設内で視聴

当日 認定看護師から事前提出物への回答と助言・質疑応答
個人防護具着脱実習
施設内ラウンド・対策のポイント助言・質疑応答

事後 ラウンド結果（GOODポイントと改善点）資料フィードバック
施設職員アンケ―ト実施

助言箇所と良い対策
の両方を写真ととも
にフィードバック

【陽性者の発生状況】

【第5波】 新型コロナウイルス感染症の発生状況

発生届受理件数推移（R2.4.1～R3.9.17) 自宅療養者数推移(R3.7.1～R3.9.17)
【自宅療養者の状況】

ピーク時：8月中旬
1,322人まで増加

クラスター発生が相次いだ時、感染管理認定看護師が保健所に何らかの支援ができな
いか相談。
保健所には高齢者施設とのネットワークがないことから、保健福祉部に相談、職能団体
との連携によりクラスター発生リスクの高い多床室を持つ施設から巡回指導を開始。
このことが高齢者施設の不安を軽減し、効果的な対策実施につながり、その後の陽性
者発生・クラスター発生防止につながった。

第５波の状況をご報告します。
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感染者が急増した段階で保健所から医師会に相談。 
速やかな支援開始に向けて検討を開始した。 

7 

在宅医療支援のフロー図を示しています。 
医師会からは、在宅医療の実情をよく知らない保健所との調整は不安、平時の流れでコーディネートを入れてほ
しいと要請がありました。 
保健所の負担軽減の目的もあるため、調整役を地域医療推進課で受けることとなりました。 

★第５波の真最中に保健所医師が医師会長に相談

７月中旬からの新規感染者急増・保健所業務ひっ迫のため、
市長から保健福祉部に自宅療養者の在宅医療支援調整の指示（８/10）

医師会公衆衛生担当理事に相談：保健所も交えて検討開始（即日）
①対象者の検討・・・・入院調整ができない「中等症Ⅱ」
②スキームの検討・・・酸素濃縮器の一定数確保（市）

約束処方の内容検討（医師会）
③協力者の選出・・・・医師会は担当理事２名（公衆衛生-在宅プライマリケア）

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡会は管理者有志４名
薬剤師会は包括単位の相談窓口薬局11ヶ所

④緊急時対応の流れの検討
⑤協力金の検討

検討開始翌週：８月16日（月）支援開始

自宅療養者への支援

★９月24日現在
対応件数：56件

※支援中：３件
入院：14件
軽快（療養解除）：39件

自宅
療養者

①患者選定
１）在宅医療導入の説明と同意
２）健康保険証情報確認

④患者へ初回電話診察
・自宅療養に関する説明・同意確認
・病状・残薬等確認
・治療内容判断

⑨・⑫訪問看護結果の報告受け，随時対応

⑦ 玄関内まで
酸素濃縮器配送

⑤指示書作成

⑬ 発症から10日経過し、症状軽快（服薬なしなど）72時間経過していれば
フォローアップ終了
・医師がカシワニネットに自宅療養終了について明記
⇒地域医療推進課が保健所へ終了報告
⇒地域医療推進課が在宅酸素業者へ回収依頼

⑭ 保健所は自宅療養者へ
・「就業制限解除通知書」発行
・今後の生活や行動について
電話で説明

自宅療養者への在宅医療支援フロー図

⑥処方薬配達
・処方薬をセット
・服薬指導
※必要時追加処方対応

《Dr・Ns訪問前準備》
・換気・マスク装着
・バイタル測定

《症状軽快確認後のフロー》

⑭ 在宅酸素業者は
自宅療養者宅へ在宅酸素濃縮器回収

⑤「在宅酸素療法
指示書」作成

訪問看護師

⑧・⑪ 医師に報告
・医師の指示を仰ぐ

地域医療推進課：コーディネート
-患者情報提供
-部屋作成
-在宅酸素業者へ搬入依頼

☆急性増悪時
入院要請

柏市保健所
③【メール】

診療依頼 ②口頭同意

⑦ 初回訪問（※酸素業者と訪問時間調整）
・状態観察・酸素濃縮器設置・服薬確認
・必要な最低限のケアの提供

⑩ ２回目以降訪問
・指示書に基づく訪問看護

連
携
し
、
即
日
同
時
訪
問

⑦報告

薬剤師

⑤処方箋作成

在宅酸素業者

医師

医師会からの
要望もあり、
保健所から直
接の診療依頼
ではなく、通
常の在宅医療
の流れを踏ま
えて、地域医
療推進課が
コーディネー
ト（調整役）
を実施。

【コーディネート】
・保健所からの患者
情報を受け取り、
在宅医療チームに
提供

・チーム編成の調整
・ＩＣＴ上にお部屋
作成、チームメン
バーを招待

・保健所への必要な
情報伝達・確認

★保健所と在宅医療
チームとの橋渡し
の役割を担う

★同時進行で調整中の
市内ホテルでの
宿泊療養：９/15開始

※９/23現在：21名入所中

感染者が急増した段階で保健所から医師会に相談。
速やかな支援開始に向けて検討を開始した。

在宅医療支援のフロー図を示しています。
医師会からは、在宅医療の実情をよく知らない保健所との調整は不安、平時の流れでコー
ディネートを入れてほしいと要請がありました。
保健所の負担軽減の目的もあるため、調整役を地域医療推進課で受けることとなりまし
た。
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柏市：第５波における自宅療養の現状と課題

⚫家庭内感染の増加、育児や介護の問題が露呈

⚫中等症レベルでも自宅待機を余儀なくされ、鳴りやまな
い電話に保健所業務が逼迫・保健所保健師が疲弊

⚫呼吸苦や不安により自宅療養者からの救急要請増加、救
急医療への負担増大

⚫保健所の状況・現状の共有が不十分

⇒関係者が何とか力になりたいと思ってもどのように
したらいいか不明

◎国は新型インフルエンザ等対策ガイドラインにある「感染拡大期には自宅療養を
主体とし、重症者は入院へ」という理念を実行せず、今に至るまで「囲い込み政
策」を続けていたことによる弊害

（市行政職として感じたこと）
⚫ 感染拡大状況になってから急遽対応を求められたことに

より、準備期間も短く十分な検討をする余裕がなかった
⇒早い段階から、もしくは平時からの検討が必要

⚫ 地域のかかりつけ医や訪問看護師、介護事業者は陽性者
の対応に関わる立ち位置になかった。情報がないままで
は、役割の検討に至らない状況
⇒フェーズごとに地域全体で対応できる体制の整備
今回の検証と共有が必要
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（２）議論︓「岡部信彦 所⻑による講演への要望」について 
 11 月 27 日に岡部所長の講演を予定している。講演の論点としては、今回のコロナ対策においてな

ぜ、新型インフルエンザ等対策ガイドラインが活用されなかったのか。そのために現在までに起こ

っている弊害について聞きたい。（逢坂先生） 

 新型コロナウイルス感染症とその後の間質性肺炎をなぜ分けられないのかを聞きたい。間質性肺

炎は感染症ではないのに、その扱いを変えないのはなぜか？（毛利先生） 

 「新型インフルエンザ」と「コロナ」は全く違うと国立感染研の研究者はいうが、感染対策として

行うことは同じ。本来はフェーズに対して対策は変えないといけない。きちんとした教科書がある

のになぜ国の政策は、混乱を招いているので方向転換するにあたっての議論がしたい。（柳先生） 

 「人口 10 万人当たりの感染者数がいくらになったら、積極的疫学調査は止めるとか」の指標があ

ったらいいと思っている。ガイドラインを基に、新型コロナをどのように当てはめるのかを聞きた

い。（白井先生） 

 講演部分を研修会としての位置づけにしてはいかがか。（逢坂先生） 

 講演部分と班員での質疑応答を編集したのを研修会する。（柳先生） 

 医療体制を所長会としてのコンセンサス作りをしっかりして欲しい。（柳先生） 

 検査については一般診療ですればいいのであえて触れていない。医療機関が一般の医療で十分な

い地域においては保健所の役割や行政検査の意味があるという方もいらっしゃるので、保健所長

会も一枚岩ではない。（白井先生） 

 アドバイザリーボードの構成員について、知っていたら教えてください。（柳先生） 

 感染対策一辺倒で構成されていたが、バランスを考慮し、医療政策系の先生が入ってきたのを聞い

た程度しか知らない。（中西先生） 

 積極的疫学調査の有効性や、行政検査の活用は地域差や地域の判断で違ってくるのではないかと

思っている。（中川先生） 

 感染者が少なく新型インフルエンザ等対策ガイドライン通りに進めることができた自治体もあっ

たと思われるが、全国的な都市部においてはできず弊害が起きていた。（逢坂先生） 

 国が自宅療養をオフィシャルに認め体制作りをすると言い出したのは４月。８月にそちらでない

とだめと言い出した。先々を見通しと今後の医療に与える影響を見通してやることが医療政策。そ

れについては 100％日本の政策は失敗している。フェーズ毎の方針転換もされておらず、国がガイ

ドラインに沿って施策を行っていたとは思えない。多くの保健所長が積極的疫学調査をし続ける

ことが善と思っているのは、感染対策上まん延期では無意味で、新型インフルエンザ等対策ガイド

ラインにもうたわれている。（柳先生） 
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５ 第６回班会議（令和３年１１月２７日） 

（１）特別講演  
  

特特別別講講演演

ココロロナナ禍禍ににおおいいてて
（（ななぜぜ））新新型型イインンフフルルエエンンザザのの教教訓訓がが

生生かかさされれななかかっったたののかか

川川崎崎市市健健康康安安全全研研究究所所
岡岡部部信信彦彦

令令和和３３（（2021））年年11月月27日日

世世界界的的なな新新興興再再興興感感染染症症のの出出現現
11998844年年

〜〜22001155年年

Courtesy National Institute of Allergy and Infectious Diseases

11996677年年 米米国国公公衆衆衛衛生生長長官官
““ももうう感感染染症症のの時時代代はは終終わわっっ
たた。。今今後後医医師師はは教教科科書書のの感感
染染症症ののペペーージジをを開開くく必必要要ははなな
くくななっったた。。””

11999922年年 米米大大統統領領府府
““新新興興再再興興感感染染症症””
11999966年年 WWHHOO
““我我々々はは今今やや地地球球規規模模でで感感
染染症症のの危危機機にに瀕瀕ししてていいるる。。もも
ははややどどのの国国もも安安全全ででははなないい””

1996.7. 大阪堺市

1万万名名以以上上のの患患者者
13名名のの死死亡亡者者
（（溶溶血血性性尿尿毒毒症症症症候候群群））

香香港港ににおおけけるるヒヒトトかかららのの
トトリリ型型イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス（（ＨＨ５５ＮＮ１１））のの分分離離
11999977

11999977年年､､香香港港ででははトトリリ型型イインンフフルルエエンンザザ（（ＨＨ５５ＮＮ１１））のの

ヒヒトトににおおけけるる初初めめててのの流流行行ががああっったた。。

当当時時1188名名がが感感染染、、６６名名がが死死亡亡。。

ヒヒトト・・ヒヒトト感感染染ははなないい、、ととさされれたた。。

香香港港ににおおいいてて鶏鶏115500万万羽羽がが殺殺処処分分さされれたた。。

そそのの後後、、ヒヒトトででのの感感染染ははななかかっったたがが、、
鳥鳥類類ででのの感感染染はは時時々々見見らられれてていいたた。。

感感染染症症のの予予防防及及びび感感染染症症のの患患者者
にに対対すするる医医療療にに関関すするる法法律律

（（感感染染症症新新法法））
平平成成１１１１((11999999))  年年４４月月施施行行

伝染病予防法（1897-明治30-年制定）を
廃止。感感染染症症のの発発生生予予防防、、ままんん延延のの防防止止をを図図

りり、、ももっってて公公衆衆衛衛生生のの向向上上及及びび増増進進をを図図るる

感感染染症症新新法法のの主主なな内内容容（（１１））
• 感感染染症症のの類類型型化化

– １１類類 （（エエボボララ、、ララッッササ熱熱ななどど５５疾疾患患）） → 原原則則入入院院

– ２２類類 （（ポポリリオオななどど６６疾疾患患）） → 必必要要にに応応じじてて入入院院

– ３３類類 （（００１１５５７７）） → 就就業業制制限限

– ４４類類 （（約約60疾疾患患）） → 発発生生動動向向把把握握

• 発発生生動動向向のの把把握握

– 医医師師にに届届けけ出出義義務務（（罰罰則則あありり））

– １１〜〜３３類類はは全全医医療療機機関関がが直直ちちにに報報告告

– ４４類類はは、、原原則則７７日日以以内内にに報報告告

一一部部疾疾患患はは定定点点おおよよびび基基幹幹施施設設ののみみ

– 週週報報でで公公表表
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我が国における感染症サーベイランスネットワーク

Local Commi t tee

Cent ral Commi t tee

WHO、CDC、PHLS、etc

Communi ty

保健所

地方衛生研究所

自治体・都道府県等

臨床現場・医師

検疫所

日本医師会

厚生労働省

国立感染症研究所

地地域域医医師師会会

SARS のの発発生生状状況況（（流流行行曲曲線線））
2002~2003

患者数 約8000人
致死率 約10%

Global Health Security-CSR

世世界界的的なな感感染染症症危危機機管管理理

アアウウトトブブレレイイククのの発発見見とと拡拡大大阻阻止止
なないいしし被被害害のの軽軽減減 (mitigation) 

国国際際保保健健規規則則（（２２００００５５））
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005)

Rights, obligations, & permissions

for WHO and States Parties.

WHO: World Health Organization 

国国際際保保健健機機関関

Came into force on                
15 June 2007 *

* A later date applies to States which 
have submitted reservations.

• 発発生生報報告告

ココレレララ、、ペペスストト、、黄黄熱熱、、（（天天然然痘痘））のの発発生生にに際際すするる

加加盟盟国国ののＷＷＨＨＯＯへへのの報報告告

→→ 現現代代のの新新興興再再興興感感染染症症、、感感染染症症アアウウトトブブレレイイククにに

対対応応ででききるるかか・・・・・・・・・・

• 水水際際対対策策

• 最最大大限限のの保保健健措措置置のの規規定定

IHR（（International Health Regulations：：
国国際際保保健健規規則則））ととはは（（かかつつてて）） 2005 改改正正のの概概要要（（１１））

-報報告告対対象象のの拡拡大大

• 原原因因をを問問わわずず、、国国際際的的にに公公衆衆衛衛生生上上のの脅脅威威とと
ななりりううるる、、ああららゆゆるる健健康康被被害害事事象象ががIHRにに基基づづくく
報報告告のの対対象象

• 判判断断基基準準はは、、
– 重重篤篤性性

– 予予測測不不可可能能、、ああるるいいはは日日常常みみらられれるるももののででははなないい

– 国国際際的的なな伝伝搬搬のの可可能能性性

– 国国際際交交通通規規制制のの必必要要性性



Global Health Security-CSR

ＩＩＨＨＲＲ担担当当部部局局
National IHR Focal Point

ＷＷＨＨＯＯとと情情報報ののややりり取取りりととりりををすするる

ＩＩＨＨＲＲのの窓窓口口部部局局

– 24時時間間体体制制

– 個個人人ででははななくく、、部部局局

ＩＩＨＨＲＲにに規規定定さされれたた義義務務

– ＷＷＨＨＯＯへへのの緊緊急急通通告告及及びび検検証証

– 国国内内関関係係部部局局ととのの連連絡絡・・調調整整

各各国国政政府府

（（厚厚生生労労働働省省））

WHO

⇔⇔地地域域ととのの連連携携
地地域域のの能能力力のの

強強化化向向上上

重重篤篤なな感感染染症症にに対対すするる対対策策のの強強化化
（（国国のの役役割割のの強強化化等等）） 22000033..99

• 積積極極的的疫疫学学調調査査のの機機動動的的なな実実施施

•予予防防計計画画にに関関すするる緊緊急急時時のの対対応応

•広広域域的的なな対対応応がが必必要要なな場場合合等等のの調調整整

積積極極的的疫疫学学調調査査

【【法法改改正正前前】】

• 都都道道府府県県・・政政令令市市・・特特別別区区のの業業務務

• 国国はは都都道道府府県県等等かかららのの協協力力のの求求めめががああっったた際際にに

職職員員のの派派遣遣等等をを実実施施

【【法法改改正正後後】】

• 国国内内にに重重篤篤なな感感染染症症がが発発生生しし、、公公衆衆衛衛生生上上重重大大

なな危危険険がが生生ずずるる恐恐れれががああるる場場合合ににはは、、

国国もも積積極極的的疫疫学学調調査査をを行行ううここととががででききるる

広広域域的的なな対対応応がが必必要要なな場場合合のの調調整整((22))

【【法法改改正正後後】】

• 広広域域的的なな感感染染ののおおそそれれががああるる場場合合、、

自自治治体体がが行行ううここととととさされれてていいるる事事務務にに関関しし、、

国国はは必必要要なな指指示示ををすするるここととががででききるる

今今後後必必要要ななこことと

• 感感染染症症専専門門家家（（基基礎礎研研究究、、疫疫学学、、臨臨床床））のの養養成成、、配配備備

• 医医学学教教育育・・医医療療機機関関ににおおけけるる感感染染症症教教育育のの強強化化

• 医医療療機機関関、、医医育育機機関関、、研研究究機機関関、、行行政政機機関関のの連連携携・・
協協力力

• 国国際際連連携携（（協協力力））のの強強化化

• 広広くく一一般般にに、、感感染染症症にに関関すするる理理解解ををししててももららええるるよようう
努努めめるる

新型インフルエンザ対策ガイドライン
（2009月２月17日）

海外から新型インフルエンザが国内に入る可能性が分かれば

検疫でウイルスの国内侵入を阻止する

発生早期には、都道府県は（保健所を活用し）、積極的に封じ
込め（積極的疫学調査、入院措置）で、感染拡大防止

まん延期以降、入院措置の解除を行い、軽症者については自
宅での療養を勧め、重症者については入院治療を提供する

逢坂悟郎所長 班会議スライドより



新新型型イインンフフルルエエンンザザ対対策策のの目目標標

• 感感染染拡拡大大ののタタイイミミンンググをを出出来来るるだだけけ遅遅ららせせ、、 そそのの
間間にに医医療療体体制制、、ワワククチチンン接接種種体体制制のの整整備備をを図図るる

• 感感染染ののピピーーククをを可可能能なな限限りり低低くく抑抑ええてて医医療療のの混混乱乱をを
避避けけるる

• 国国民民生生活活やや経経済済へへのの影影響響をを最最小小限限ににすするる

• 重重症症者者、、死死亡亡者者のの数数をを出出来来るるだだけけ最最小小限限ににすするる

新新型型イインンフフルルエエンンザザのの拡拡大大 2009.4.-12.

インフルエンザは、足の速い流行性疾患である: 福見秀雄

季節性インフルエンザに比し
約4-5ヶ月間早い流行
患者数は季節性を上回る
ピークは低い、幅広い流行
となった。

22

米米国国 カカナナダダ メメキキシシココ 豪豪州州 英英国国 フフラランンスス ＮＮＺＺ 日日本本

集計日 2/13 3/13 3/12 3/12 3/14 3/16 3/21 3/23

死亡数
推計

12,000 429 1,111 191 457 309 20 198

人口10 万対
死亡率 (3.96) 1.32 1.05 0.93 0.76 0.50 0.48 0.16

新新型型イインンフフルルエエンンザザにによよるる死死亡亡率率のの各各国国比比較較

出典：各国政府・WHOホームページから厚生労働省で作成

※尚、各国の死亡数に関してはそれぞれ定義が異なり、一義的に比較対象とならないことに留意が必要。

日日本本のの新新型型イインンフフルルエエンンザザ

• 皆皆がが知知っってていいてて注注意意ををししたた

• 個個人人衛衛生生レレベベルルがが高高いい

• 医医療療機機関関へへのの受受診診がが容容易易

• 医医療療費費がが安安いい

• 多多くくのの人人がが結結局局ままじじめめにに取取りり組組んんだだ・・・・・・・・

• 通通常常のの医医療療体体制制のの延延長長でではは危危機機管管理理とと
ししててのの対対応応がが出出来来なないい、、
とといいうう認認識識をを各各方方面面がが持持つつべべきき
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新新型型イインンフフルルエエンンザザ（（ＡＡ/ＨＨ１１ＮＮ１１））対対策策総総括括会会議議
報報告告書書 (委委員員長長・・金金澤澤一一郎郎））

平平成成 22 (2010)年年 ６６ 月月 10 日日
【【委委員員名名簿簿】】

金金澤澤 一一郎郎 ◎◎ 日日本本学学術術会会議議会会長長

岩岩本本 愛愛吉吉 ○○ 日日本本感感染染症症学学会会理理事事長長

伊伊藤藤 隼隼也也 医医療療ジジャャーーナナリリスストト

岩岩田田 健健太太郎郎 神神戸戸大大学学大大学学院院医医学学研研究究科科教教授授

岡岡部部 信信彦彦 国国立立感感染染症症研研究究所所感感染染症症情情報報セセンンタターー長長

尾尾身身 茂茂 自自治治医医科科大大学学教教授授

河河岡岡 義義裕裕 東東京京大大学学医医科科学学研研究究所所感感染染症症国国際際研研究究セセンンタターー長長

川川名名 明明彦彦 防防衛衛医医科科大大学学校校教教授授

田田代代 眞眞人人 国国立立感感染染症症研研究究所所イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス研研究究セセンンタターー長長

谷谷口口 清清洲洲 国国立立感感染染症症研研究究所所感感染染症症情情報報セセンンタターー第第三三室室長長

丸丸井井 英英二二 順順天天堂堂大大学学医医学学部部教教授授

◎◎座座長長、、○○副副座座長長

新新型型イインンフフルルエエンンザザ（（ＡＡ//ＨＨ１１ＮＮ１１））対対策策総総括括会会議議 報報告告書書
平平成成2222年年６６月月1100日日

・・新新型型イインンフフルルエエンンザザ発発生生時時のの行行動動計計画画、、ガガイイドドラライインンはは用用意意さされれてていい
たたがが、、病病原原性性のの高高いい鳥鳥イインンフフルルエエンンザザ（（ＨＨ５５ＮＮ１１））をを念念頭頭にに置置いいたたももののでで
ああっったたこことと

・・行行動動計計画画・・ガガイイドドラライインンはは、、突突然然大大規規模模なな集集団団発発生生がが起起ここるる状状況況にに対対
すするる具具体体的的なな提提示示がが乏乏ししかかっったたこことと

・・平平成成2211年年２２月月ののガガイイドドラライインンのの改改訂訂かからら間間ももなないい時時期期にに発発生生ししたたこことと
かからら、、検検疫疫のの実実施施体体制制ななどど、、ガガイイドドラライインンにに基基づづくく対対策策実実施施方方法法ににつついい
てて、、国国及及びび地地方方自自治治体体ににおおいいてて、、事事前前のの準準備備やや調調整整がが十十分分ででななかかっったた
こことと

・・パパンンデデミミッッククワワククチチンンのの供供給給ににつついいててはは、、国国内内生生産産体体制制のの強強化化をを始始めめ
たたばばかかりりでであありり、、一一度度にに大大量量ののワワククチチンンをを供供給給ででききななかかっったたこことと

病病原原性性ががそそれれ程程高高くくなないい新新型型イインンフフルルエエンンザザにに対対応応ししてて臨臨時時ににワワククチチ
ンン接接種種をを行行うう法法的的枠枠組組みみがが整整備備さされれてていいななかかっったたこことと

【【感感染染症症危危機機管管理理にに関関わわるる体体制制のの強強化化】】

発発生生前前のの段段階階かかららのの情情報報収収集集・・情情報報提提供供体体制制のの構構築築
やや収収集集ししたた情情報報のの公公開開、、発発生生時時のの対対応応をを一一層層強強化化すするる
ここととがが必必要要。。ここののたためめ、、厚厚生生労労働働省省、、国国立立感感染染症症研研究究所所
（（感感染染症症情情報報セセンンタターーややイインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス研研究究セセ
ンンタターーをを中中心心にに））やや、、検検疫疫所所ななどどのの機機関関、、地地方方自自治治体体のの
保保健健所所やや地地方方衛衛生生研研究究所所をを含含めめたた感感染染症症対対策策にに関関わわるる
危危機機管管理理をを専専門門にに担担うう組組織織やや人人員員体体制制のの大大幅幅なな強強化化、、
人人材材のの育育成成をを進進めめるるととととももにに、、関関係係機機関関ののあありり方方やや相相互互
のの役役割割分分担担、、関関係係のの明明確確化化等等がが必必要要ででああるる。。

特特にに国国立立感感染染症症研研究究所所ににつついいててはは、、米米国国ＣＣＤＤＣＣををははじじ
めめ各各国国のの感感染染症症をを担担当当すするる機機関関をを参参考考ににししてて、、よよりり良良いい
組組織織やや人人員員体体制制をを構構築築すすべべききででああるる。。

【【感感染染症症危危機機管管理理にに関関わわるる体体制制のの強強化化】】

厚厚生生労労働働省省ににおおけけるる感感染染症症対対策策にに関関わわるる危危機機管管理理をを
担担うう組組織織ににおおいいててはは、、感感染染症症にに関関すするる専専門門的的知知識識をを有有
しし、、かかつつココミミュュケケーーシショョンン能能力力ややママネネーージジメメンントト能能力力とといいっっ
たた行行政政能能力力をを備備ええたた人人材材をを養養成成しし、、登登用用、、維維持持すすべべききでで
ああるる。。

ササベベイイラランンスス

各各国国ののササベベイイラランンススのの仕仕組組みみをを参参考考ににししつつつつ、、地地方方

自自治治体体のの意意見見もも聞聞ききななががらら、、国国立立感感染染症症研研究究所所、、保保
健健所所、、地地方方衛衛生生研研究究所所もも含含めめたた日日常常かかららののササベベイイララ
ンンスス体体制制をを強強化化すすべべききででああるる。。

ととりりわわけけ、、地地方方衛衛生生研研究究所所ののPCRをを含含めめたた検検査査体体

制制ななどどににつついいてて強強化化すするるととととももにに、、地地方方衛衛生生研研究究所所
のの法法的的位位置置づづけけににつついいてて検検討討がが必必要要ででああるる。。

医医療療体体制制

医医療療ススタタッッフフ等等のの確確保保、、ハハイイリリススクク者者をを受受けけ入入れれるる専専
門門のの医医療療機機関関のの設設備備、、陰陰圧圧病病床床等等のの施施設設整整備備ななどどのの
院院内内感感染染対対策策等等ののたためめにに必必要要なな財財政政支支援援をを行行うう必必要要
ががああるる。。

国国及及びび地地方方自自治治体体ににおおいいてて、、地地域域ににおおけけるる感感染染症症のの
専専門門家家、、例例ええばば、、感感染染症症担担当当医医やや感感染染症症のの公公衆衆衛衛生生
知知識識をを有有すするる行行政政官官、、感感染染症症疫疫学学者者等等のの養養成成をを推推進進
すするる必必要要ががああるる。。

医医療療従従事事者者がが、、地地域域のの医医療療体体制制維維持持ののたためめにに協協力力
ででききるるよよううなな仕仕組組みみづづくくりりににつついいてて、、PPE（（個個人人防防護護具具））

のの提提供供、、休休業業時時やや医医療療従従事事者者がが死死亡亡ままたたはは後後遺遺症症をを
生生じじたた場場合合のの補補償償もも含含めめ、、検検討討すすべべききででああるる。。
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広広報報・・リリススククココミミュュニニケケーーシショョンン

発発生生前前のの段段階階かからら、、外外務務省省やや在在外外公公館館ななどどとともも
連連携携しし、、海海外外情情報報をを含含めめたた感感染染症症のの情情報報収収集集及及びび
情情報報発発信信機機能能をを抜抜本本的的にに高高めめるるととととももにに、、国国民民へへ
のの広広報報ややリリススククココミミュュニニケケーーシショョンンをを専専門門にに取取りり扱扱うう
組組織織をを設設けけ、、人人員員体体制制をを充充実実ささせせるるべべききででああるる。。

感感染染症症にに関関わわるる個個人人情情報報のの発発信信ののあありり方方をを含含めめ
たた報報道道ののあありり方方ににつついいてて、、今今後後、、地地方方もも含含めめたたああらら
ゆゆるるレレベベルルでで、、ママススココミミ関関係係者者やや患患者者団団体体、、法法曹曹関関
係係者者ななどどもも交交ええてて具具体体的的にに検検討討すするるととととももにに、、関関係係
者者のの研研修修、、教教育育、、対対話話のの充充実実がが望望ままれれるる。。

新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策特特別別措措置置法法ににつついいてて

危危機機管管理理ととししててのの新新型型イインンフフルルエエンンザザ及及びび全全国国的的かかつつ急急
速速ななままんん延延ののおおそそれれののああるる新新感感染染症症対対策策ののたためめにに

「「新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等緊緊急急事事態態宣宣言言」」

新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等（（国国民民のの生生命命・・健健康康にに著著ししくく重重大大なな
被被害害をを与与ええるるおおそそれれががああるるももののにに限限るる））がが国国内内でで発発生生しし、、
全全国国的的かかつつ急急速速ななままんん延延にによよりり、、国国民民生生活活及及びび国国民民経経済済
にに甚甚大大なな影影響響をを及及ぼぼすすおおそそれれががああるるとと認認めめらられれるるとときき

平平時時

主主 宰宰 ：： 内内閣閣総総理理大大臣臣
構構成成員員 ：： 全全閣閣僚僚

新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策閣閣僚僚会会議議
（（平平成成2244年年88月月33日日 閣閣議議口口頭頭了了解解一一部部改改正正））

特特措措法法ににおおいいててはは、、「「政政府府行行動動計計画画」」をを
作作成成すするるととききはは、、総総理理はは、、学学識識経経験験者者
のの意意見見をを聴聴くくここととととさされれてていいるる。。

<主主なな任任務務>
〇〇 発発生生にに備備ええ、、「「政政府府行行動動計計画画」」をを決決定定すするる等等、、政政府府一一体体ととななっっ

てて対対策策をを推推進進。。

<特措法の趣旨に則り、新設>
新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策有有識識者者会会議議
新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催について（平成24年8月○日閣僚会議決定）

本本部部長長 ：： 内内閣閣総総理理大大臣臣
副副本本部部長長：： 官官房房長長官官、、厚厚生生労労働働大大臣臣、、

そそのの他他のの大大臣臣((本本部部長長がが特特にに必必要要とと認認めめるる場場合合))

構構成成員員 ：： 他他ののすすべべててのの国国務務大大臣臣

新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策本本部部

<主主なな任任務務>
〇〇 発発生生状状況況にに応応じじたた「「基基本本的的対対処処方方針針」」をを決決定定すするる等等、、

対対策策をを総総合合的的かかつつ強強力力にに推推進進。。

〇〇 委委員員 ：：
「「有有識識者者会会議議」」のの委委員員のの中中かからら、、総総理理がが指指名名（（医医学学、、公公
衆衆衛衛生生関関係係者者等等））

基基本本的的対対処処方方針針等等諮諮問問委委員員会会

新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策にに係係るる対対処処体体制制

発発生生時時

特措法においては、「基本的対処方針」を作
成するときは、本部長は、学識経験者の意
見を聴くこととされている。

<主主なな任任務務>
〇〇 総総理理かかららのの求求めめにに応応じじ、、「「政政府府行行動動計計画画案案」」のの作作成成のの

基基本本的的考考ええ方方等等をを取取りりままととめめるる。。
<主主なな任任務務>
〇〇 総総理理かかららのの求求めめにに応応じじ、、「「基基本本的的対対処処方方針針」」のの作作成成のの

基基本本的的考考ええ方方等等をを取取りりままととめめるる。。

〇〇 委委員員 ：：医医学学、、公公衆衆衛衛生生、、法法律律・・経経済済専専門門家家、、経経済済界界、、
労労働働界界、、地地方方公公共共団団体体、、ママススココミミ等等
※※ 総総理理がが指指名名

資料１-１

〇〇 委委員員 ：：「「有有識識者者会会議議」」のの委委員員のの中中
かからら、、総総理理がが指指名名

医医療療・・公公衆衆衛衛生生にに

関関すするる分分科科会会
〇〇 委委員員 ：：「「有有識識者者会会議議」」のの委委員員のの中中

かからら、、総総理理がが指指名名
社社会会機機能能にに関関すするる分分科科会会

国国ににおおけけるる発発生生段段階階

未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

地地域域ででのの発発生生状状況況はは様様々々
でであありり、、

・・地地域域未未発発生生期期かからら地地域域
発発生生早早期期

・・地地域域発発生生早早期期かからら地地域域
感感染染期期

のの移移行行はは、、都都道道府府県県をを単単
位位ととししてて判判断断

国内での
初の患者
の発生

国国内内ののいいずずれれかかのの都都道道府府県県ににおおいい
てて初初めめてて患患者者のの接接触触歴歴がが疫疫学学調調査査
でで追追ええななくくななっったた時時点点がが目目安安

患者の発生が
低い水準でと
どまる

再燃期

国
内
の
患
者
数

体体制制整整備備 国国内内発発生生遅遅延延 感感染染拡拡大大抑抑制制 被被害害のの軽軽減減 見見直直しし・・準準備備

Ａ県
Ｂ県
Ｃ県
Ｄ県

海外での新型
インフルエン
ザの発生

時間

地地域域（（都都道道府府県県））ににおおけけるる発発生生段段階階

各都道府県での
初の患者の発生

地域感染期
（感感染染拡拡大大～～ままんん延延～～患患者者のの減減少少））

各各都都道道府府県県ににおおいいてて患患者者のの接接触触歴歴がが
疫疫学学調調査査でで追追ええななくくななっったた時時点点がが目目安安

地域未発生期 地域発生早期

新型インフルエンザ等発生時に
おける住民接種体制構築に関する手引き（概要）

○ 本手引きは、厚⽣労働科学研究「新型インフルエンザ等発⽣時における予防接種の円滑な実施に関する研
究」（分担研究者 岡部信彦︓川崎市健康安全研究所所⻑）の⼀環として作成された。

○ 平成25年度厚⽣労働科学研究班で作成された手引き｢新型インフルエンザ等住⺠接種に関する集団的接種
のための手引き（暫定版）｣（分担研究者 岡部信彦）を補完する位置づけ。

○ 新型インフルエンザ等発⽣の住⺠接種を円滑に実施するため、各市町村におけるマニュアル作成やシミュ
レーション実施の参考となることを目的としており、各市町村における住⺠接種体制の構築を規程するもの
ではない。

○ 特措法制定後、改定された事項を含め新型インフルエンザワクチン、予防接種体制についての概要を整理し
た。

○ 住⺠接種の実施主体である市町村のうち、大規模市（川崎市 150万人、神⼾市 150万人）、中規模市（相模
原市 72万人）、小規模市（鈴⿅市 20万人、武蔵村山市 7万人）をモデル市として、既出のガイドライン・
手引きをもとに、住⺠接種体制を検討し、その検討過程を取りまとめた。

手引きの概要

○ 平成25年7月〜 研究班会議を３回開催。
○ 平成27年3月 手引き（暫定版）としてとりまとめ。
○ 平成27年3月 厚労省ホームページ｢住⺠接種のページ｣にて公表。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000086387.pdf

検討の状況
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実際に訓練を
練習！ フォーメーションを組む 本市においてはこれまでの検討の結果、地域の医療機関での接種の方が効率的に安全

な接種ができるという考えのもと以下のように想定してきた。例えば、「基礎疾患を有する者、
妊婦」、「幼児（保育・幼稚園未入所者）」は国のガイドラインでは地域集団接種となっている
が、かかりつけ医にての個別接種と位置づけた。

接接種種区区分分 対対象象者者 接接種種体体制制

個個別別接接種種

基礎疾患を有する者 ・ 妊婦

（医学的ハイリスク者）
かかりつけ医にて接種

幼児

（保育・幼稚園未入所者）

施施設設集集団団接接種種

医療機関入院患者 入院医療機関の医師が接種

中学生、小学生
原則、校医が接種。校医の他に市
内医療機関から応援チームを派遣

幼児（保育・幼稚園入所者） 園医が接種

高齢者施設

障害者・福祉施設入所者
嘱託医が接種

地地域域集集団団接接種種
個別接種、施設集団接種対象者及び

特定接種対象者を除く全市民

医師会市内協力医療機関
（約６００施設）の医師が

所属医療機関において接種

川川崎崎市市のの新新型型イインンフフルルエエンンザザ接接種種体体制制

海海外外
発発生生期期

県県内内
未未発発生生期期

県県内内
発発生生早早期期

県県内内感感染染期期

医医
療療

・・重重症症者者ののみみ入入院院
・・全全医医療療機機関関ににおおけけるる診診療療のの開開始始

川川崎崎市市新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等行行動動計計画画にに基基づづくく医医療療体体制制整整備備ににつついいてて～～県県内内感感染染期期のの医医療療体体制制ににつついいてて

移移行行期期

県県内内感感染染期期のの医医療療体体制制ににつついい
てて

発発熱熱・・
呼呼吸吸
器器症症
状状等等
患患者者

一一
般般
医医
療療
機機
関関

広広
報報

一一般般医医療療
機機関関でで対対
応応すするる旨旨
をを周周知知

自自宅宅療療養養、、
不不顕顕性性感感染染等等

外外来来受受診診
イインンフフルルエエンンザザ様様

患患者者

入入院院患患者者

重重症症者者

死死亡亡

入入院院
医医療療
機機関関

外外来来
受受診診
＋＋

自自宅宅
療療養養

・多臓器不全
⇒CHDFなど

・脳炎・脳症
⇒低体温療法

・最重症肺炎、心筋炎
⇒ECMO、PCPS

・重症肺炎
⇒人工呼吸器

・肺炎
⇒酸素投与

・経口摂取不可
⇒補液療法

・経過観察

１１

４４

２２

３３

レベル 患者の重症度
医療
機関数

１１
多臓器不全患者・脳炎・脳症
最重症肺炎、心筋炎等の重症患者

３

２２ 人工呼吸器が必要な重症肺炎患者 １４

３３ 酸素投与が必要な肺炎患者 ７

４４
酸素投与が必要な肺炎患者
※自院に入院している患者のみ対応

１３

重症患者の対応レベルにより医療機関を分類

市内３７病院に対して
平成２６年５月にアンケートを実施

市内を南中北
の３３ブブロロッッククに

分け、
各ブロックで

軽症患者から
重症患者まで
診療する体制

を整備

基本的な体制 体制整備の方法 課題

第第１１スステテーージジ

通通常常のの院院内内体体制制

（（入入院院勧勧告告体体制制解解除除））

・・全全医医療療機機関関ににおおけけるる診診療療のの開開
始始及及びび重重症症患患者者ののみみ入入院院とと
すするる医医療療体体制制へへのの移移行行

・・全全ててのの一一般般病病床床をを有有すするる医医療療
機機関関でで入入院院受受入入れれ

・あらかじめ登録した病床数
に応じて患者を受入れ

（一般病床の10％を目安）

・重症患者等をブロック別に
受け入れる体制の構築

・ブロック内における情報共有
及び行政・医療機関間の
連絡体制の整備

・受け入れ状況の確認方法

第第２２スステテーージジ

院院内内体体制制強強化化

（（入入院院患患者者急急増増状状態態））

・・入入院院期期間間のの短短縮縮、、新新規規入入院院やや
手手術術のの中中止止、、延延期期等等、、特特段段
のの措措置置をを講講じじるる

・・慢慢性性疾疾患患患患者者のの退退院院にに伴伴うう、、
受受入入れれ体体制制のの構構築築

・病診連携の体制整備
・ブロック間や県域等広域での

連絡網の整備及び情報共
有方法

・病床の空き状況の確認方法

第第３３スステテーージジ

緊緊急急体体制制

（（病病床床逼逼迫迫状状態態））

・・医医療療機機関関のの患患者者収収容容能能力力をを超超
ええたた場場合合、、医医療療機機関関内内にに臨臨
時時ススペペーーススをを確確保保ししてて、、患患者者
をを受受入入れれ

・医療機関内における臨時
スペースの確保

（会議室やｵｰﾊﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ等）
・簡易ベッド等備品類の保管

南南部部ブロッ

ク
北北部部ブロック

中中部部ブロック

レベル
医療機関数

北ブロック 中ブロック 南ブロック

１１ １１ １１ １１

２２ ３３ ４４ ７７

３３＋＋４４ ７７ ５５ ８８

合合計計 １１１１ １１００ １１６６

・帰国者・接触者外来の設置
・感染症指定医療機関への入院

受受入入病病床床数数
●南部ブロック（１３７床）
●中部ブロック（１３１床）
●北部ブロック（１５２床）

感感染染症症危危機機管管理理ブブラライインンドド訓訓練練
・・川川崎崎市市宮宮前前区区保保健健福福祉祉セセンンタターー
川川崎崎市市健健康康福福祉祉局局保保健健所所
川川崎崎市市健健康康安安全全研研究究所所
聖聖ママリリアアンンナナ医医科科大大学学病病院院
のの４４者者にによよるる合合同同訓訓練練 (平平成成28年年12月月7日日)

・・ 訓訓練練のの内内容容ににつついいててはは、、
当当日日輸輸入入感感染染症症のの模模擬擬患患者者がが
来来院院すするるこことと以以外外はは、、
何何もも明明ららかかににさされれてていいななかかっったた！！

・・ 地地域域ににおおけけるる感感染染症症危危機機管管理理体体制制のの
整整備備をを目目的的ととししてていいるる。。

・・ 参参加加施施設設毎毎にに課課題題等等のの抽抽出出をを行行いい、、
４４者者合合同同カカンンフファァレレンンススでで検検証証ししたた。。

【【症症例例】】45歳歳、、女女性性

【【主主訴訴】】発発熱熱、、全全身身倦倦怠怠感感

【【現現病病歴歴】】一一昨昨日日よよりり体体調調不不良良をを自自覚覚、、昨昨日日よよりり38℃℃台台のの発発熱熱。。

ドドババイイかかららヨヨルルダダンン（（ペペトトララ遺遺跡跡→死死海海→アアンンママンン））ににかかけけてて

１１週週間間旅旅行行しし、、香香港港をを経経由由ししてて４４日日前前にに帰帰国国。。ヨヨルルダダンンででヒヒトトココ

ブブララククダダとと接接触触。。香香港港ののラライイブブママーーケケッットトでで鶏鶏ととのの接接触触ががああるる。。

MERS？？ 鳥インフル
エンザ？？

患患者者かからら電電話話でで来来院院可可能能かか問問いい合合わわせせ

・・どどここでで診診療療すするるののかか？？

・・誰誰がが対対応応すするるののかか？？ 医医師師はは？？看看護護師師はは？？
聖マリアンナ医大 竹村教授提供

外来看護師対応
MSC相談室

外来看護師対応
MERSの疑いプレハブへ移動

外来看護師対応
外通路を通り移動する

ブースの準備 Full precautionのPPE着用

聖聖ママリリアアンンナナ医医科科大大学学病病院院 竹竹村村先先生生よよりり
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問診 (香港で鶏と接触判明）

診察

検体採取 (鼻腔拭い、血液）

患者の状態が悪くなる付き添い家族に説明

救命ｾﾝﾀｰ
で胸部CT
を撮影
→両下肺

野に肺肺炎炎
像像あありり!!

保健所に
第2種指

定医療機
関への転
送を依頼

消防署の
救急車で
転送

聖聖ママリリアアンンナナ医医科科大大学学病病院院 竹竹村村先先生生よよりり

研研究究所所：：検検査査依依頼頼後後、、微微生生物物担担当当でで情情報報共共有有
ウウイイルルスス・・衛衛生生動動物物担担当当
【【検検査査項項目目】】

・・MMEERRSSココロロナナウウイイルルスス
・・鳥鳥イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス（（HH55、、HH77亜亜型型））
・・季季節節性性イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス（（AAHH11ppddmm、、AAHH33、、BB型型））

【【準準備備等等】】
・・ＭＭＥＥＲＲＳＳ検検査査等等ママニニュュアアルル確確認認
・・試試薬薬調調製製
・・ＢＢＳＳＬＬ３３実実験験室室内内安安全全キキャャビビネネッットト等等準準備備
・・防防護護服服着着衣衣準準備備

・国国立立感感染染症症研研究究所所へへのの

検検体体搬搬送送のの可可能能性性
・・搬搬送送準準備備（（搬搬送送者者のの決決定定、、
検検体体送送付付書書作作成成等等））

研研究究所所ににおおけけるる検検査査対対応応

検検体体のの取取りり出出しし
BSL3での対応

PPE装装着着
BSL3での対応

ババデディィをを組組んんでで検検査査対対応応
BSL3での対応

安安全全キキャャビビネネッットト内内でで検検査査
BSL3での対応

ババデディィをを組組んんででPPEをを外外すす
BSL3での対応

PPEをを外外ししてて廃廃棄棄
BSL3での対応

14時時27分分 ＢＢＳＳＬＬ３３
・・検検体体処処理理終終了了（（感感染染性性失失活活））
→処処理理済済みみ検検体体ををＢＢＳＳＬＬ２２へへ

・・他他のの検検査査担担当当職職員員がが
BBSSLL22ににてて遺遺伝伝子子抽抽出出、、
PPCCRR等等をを実実施施

・・検検体体搬搬入入かからら結結果果報報告告ままでで
約約55～～66時時間間

研研究究所所ににおおけけるる検検査査対対応応

パパススボボッッククスス内内

保保健健所所支支所所

患患者者発発生生時時のの連連携携

基基幹幹病病院院

職職場場

病病原原体体検検出出
情情報報還還元元

届届出出
情情報報提提供供

川川崎崎保保健健所所
感感染染症症対対策策課課

調調整整

受受診診・・入入院院

家家族族

接接触触 接接触触

調調査査

病病原原体体搬搬入入 結結果果還還元元

調調査査

調調査査

地地方方衛衛生生研研究究所所

消消防防・・民民間間救救急急
調調査査

患患者者

第第二二種種感感染染症症
指指定定医医療療機機関関

保保健健所所支支所所

搬搬送送

想想定定外外ににいいかかにに対対応応すするるかか

MERS

麻疹

新新興興感感染染症症
（（CCOOVVIIDD--1199))

テロ

患患者者はは突突然然ややっってて来来るる…
Common Disese
（（通通常常疾疾患患））
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• 我が国では、平成11年にFETP-J (Japan)感染研感
染症情報センターに設置

健康危機事象の迅迅速速なな探探知知
機動力に富む初初動動体体制制のの構構築築

KKaawwaassaakkiiでで新新たたななネネッットトワワーーククをを！！

衛衛研研（（健健康康安安全全研研究究セセンンタターー））、、本本庁庁、、保保健健所所（（支支所所））等等のの感感染染
症症・・食食品品担担当当職職員員をを、、感感染染研研FFEETTPP養養成成ココーースス初初期期導導入入研研修修にに
派派遣遣、、そそのの後後計計 22年年間間ののフフォォロローーアアッッププをを健健安安研研ススタタッッフフ
（（三三﨑﨑部部長長をを中中心心にに））がが行行うう

FFEETTPP--KK  ププラランン
初初動動体体制制及及びび FETP-K ネネッットトワワーーククのの構構築築

 疫疫学学調調査査技技術術ののレレベベルルアアッッププ
 各各区区役役所所のの初初動動体体制制構構築築
 広広域域事事例例ににもも対対応応可可能能

川川崎崎区区役役所所

幸幸区区役役所所

中中原原区区役役所所

高高津津区区役役所所宮宮前前区区役役所所

多多摩摩区区役役所所

麻麻生生区区役役所所

疫疫学学調調査査支支援援、、
人人材材育育成成、、対対策策提提言言

事事例例情情報報

保保健健所所（（本本庁庁））

健健康康安安全全研研究究所所
感感染染症症情情報報セセンンタターー

メメーーリリンンググリリスストトにによよるる
事事例例共共有有

FETP-J

積積極極的的疫疫学学調調査査
のの専専門門的的支支援援

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044207/china-shuts-seafood-
market-linked-mystery-viral-pneumonia

Published: 4:59pm, 1 Jan, 20
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新型コロナウイルス感染症対策に係る政府の実施体制

新新
設設

※※全全閣閣僚僚でで構構成成

＜＜構構成成員員＞＞
･･本本部部長長：： 内内閣閣総総理理大大臣臣

･･副副本本部部長長：：内内閣閣官官房房長長官官
厚厚生生労労働働大大臣臣
西西村村国国務務大大臣臣

＜＜所所掌掌事事務務＞＞
･･新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染
症症対対策策にに係係るる事事務務

新新型型ココロロナナウウイイルルスス
感感染染症症対対策策本本部部

意意見見等等

基基本本的的対対処処方方
針針のの諮諮問問

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策
専専門門家家会会議議

●●特特措措法法第第18条条４４項項にに基基

づづくく意意見見（（基基本本的的対対処処方方
針針のの作作成成、、変変更更））

※特措法改正前に設けら
れた対策本部に設置
（2月14日）

医医療療・・公公衆衆衛衛生生にに
関関すするる分分科科会会

社会機能に
関する分科会

●●新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの対対策策ににつついいてて医医学学的的なな見見地地かかららのの助助言言等等

基基本本的的対対処処方方針針
等等諮諮問問委委員員会会

新型インフルエンザ
等対策有識者会議

※※全全閣閣僚僚でで構構成成

ままんん延延のの恐恐れれががああるる時時にに
疾疾病病ごごととにに対対策策本本部部をを設設置置

新新型型ココロロナナウウイイルルスス
感感染染症症対対策策分分科科会会

＜＜廃廃止止＞＞
●●感感染染動動向向ののモモニニタタリリンンググ
●●今今後後ののワワククチチンン接接種種のの在在りり方方
●●「「次次のの波波」」対対策策をを含含めめたた今今後後のの新新型型ココロロナナ

ウウイイルルスス感感染染症症対対策策 ななどど

新型インフルエンザ
等対策閣僚会議

厚厚生生労労働働省省
アアドドババイイザザリリーーボボーードド

※※ 厚厚生生労労働働省省対対策策推推進進本本部部のの下下にに2月月かからら設設置置
厚厚生生労労働働省省にに対対しし、、専専門門的的・・技技術術的的見見地地かからら助助言言

新型コロナ対策分科会資料

＜＜復復活活＞＞

＜＜ココロロナナもも含含むむ＞＞

https://medium.com/tomas-pueyo

大大 きき いい ハハ ンン ママーー : 緊緊急急事事態態宣宣言言
中中くくららいいののハハンンママーー : 上上記記のの運運用用でで
小小 ささ いい ハハ ンン ママ ーー : ままんん延延防防止止重重点点措措置置

WHO WER Oct  .2021

感感 染染 例例 2億億5千千４４百百万万人人
死死 亡亡 者者 511万万人人
致致 死死 率率 2.01%         

(2021.11.17) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

感感染染者者数数：：1,725,771
死死亡亡者者数数:      18,337
致致死死率率：： 1.06%

（（2021.11.17））

今今後後のの課課題題

現現実実的的にに考考ええるる

医医療療体体制制のの整整備備

急急性性期期医医療療ののあありりかかたた

重重症症者者医医療療ののあありりかかたた

高高齢齢者者医医療療ののあありりかかたた（（死死生生観観ににももかかかかわわるる））

高高齢齢者者施施設設・・学学校校ににおおいいててもも感感染染管管理理がが可可能能ななよよううにに

公公衆衆衛衛生生対対応応のの整整備備

保保健健所所、、地地方方衛衛生生研研究究所所
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どどううななるるとと wwiitthh  CCoorroonnaa  かか

呼吸器感染の原因は多い
いずれも重症になることが多い、ことに高齢者にとって
命取りになる 例：インフルエンザ、肺炎球菌性肺炎
若者、小児にとっても侮れないことがある
早期診断（早い簡便な検査）ができる
どの程度の発生であれば、注意をしながら、通常に付き合えるか、
致死率が今の半分以下〜1/10になれば・・・・
↓

出来るだけ広げない工夫、人への気遣い
重症者（重症になりそうな人）に適切な医療、（医療の役割分担）
軽症者は外来治療へ（医療は医療機関、公衆衛生は保健所）
通常医療の維持ができている
ワクチンの普及、治療の進歩
↓

注意をしなくても普通の生活ができる、のではなくて
注意をすれば普通の生活ができる

2009 H1N1 Pandemic
痛痛感感ししたたこことと

• 医医療療（（個個人人個個人人のの健健康康、、感感染染症症かかららのの回回復復、、感感染染症症予予
防防））とと 公公衆衆衛衛生生（（ママススででみみるる感感染染症症対対策策））ととののババラランンスス
ののむむつつかかししささ

• 科科学学とと行行政政、、ささららにに政政治治ととののギギャャッッププとと争争いい

科科学学性性（（医医学学））ははどどここままでで尊尊重重さされれてていいるるかか・・・・・・

• 分分かかららなないいここととがが多多いいがが、、初初めめてて分分かかっったたこことともも多多いい

• 次次にに備備ええるる

我迷惑 !!

差差別別・・偏偏見見
誹誹謗謗・・中中傷傷 ➡➡
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（２）質疑 

●感染拡大防止策に重点を置く政策を今も続けている。 

 インフルエンザ後のガイドラインに沿っていないように思いますがどうお考えでしょうか？（逢

坂先生） 

 岡部先生）ポリシー設定がうまくできていないように思う。今後は、５回の波を経験し、２年間の

経験値から今までのやり方ではいかないだろうと思っている。ある程度存在を認めながら、特に重

症者の対策をやっていくのがいいのではないかと思っているのが自分の意見です。 

●感染拡大時で自宅療養者が多数出ている時期にも、国は感染拡大防止策の一辺倒の政策を継続し

た。感染の拡大によって、必要な対策を変化させなかったのはなぜ？（逢坂先生） 

 岡部先生）積極的疫学調査は、できるだけやった方が良いと思っているが入院調整や健康観察がで

きないのでは本末転倒。 

積極的疫学調査については、「徹底的にやり抑えるんだ」、「ある一定のところで中止するというア

ナウンスをしないと保健所が持たない」と分科会でも意見が割れている。 

●政府行動計画やガイドラインは、新型インフルエンザ以降の反省に基づいたパンデミック対策の

準備だと考えている。今回のコロナでは、行動計画やガイドラインを使って修正を加える方法が良

かったのではないかと考えている。国レベルの反省会で準備が必ず使われえるような方策はない

か？（逢坂先生） 

 岡部先生）あるものを目標にしないと準備は動かない。新型インフルエンザ等の「等」をどこに置

くかの議論になる。ガイドラインをリジッドなものだとすると応用が利かなくなる。柔軟に考えら

れるんだというものを押さえておかないといけないと思う。 

●2009 年の新型インフルエンザ前の行動計画は５つの感染段階があり。そのうちの第３段階には「感

染拡大期」「まん延期」「回復期」と小分類があった。新型インフルエンザ以降小分類がなくなった

理由は？（逢坂先生） 

 岡部先生）きちんとした記憶がない。名称の問題であって、重症者を見ていくというところで切り

替わっていると思っている。 

●ガイドラインを使った場合、地域感染期は「都道府県で新型インフルエンザ等の接触歴を追えなく

なった状態」とされているが、今回のコロナでは、どの程度の感染であれば地域感染期であるとお

考えでしょうか？（逢坂先生） 

 岡部先生）大都会の保健所の機能と役割や、郊外では違いがあるので、地域で考えてもらった方

が良いと思うが、どうなのでしょうか？ 

キャパの問題や専門にできる人がいるかいないか等で大きい違いがある。数字で切れない問題な

のでこれからの強化だと思う。  
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●致死率・死亡率は重症者の治療によって変わると重症者病棟の先生に言われた。重症者の治療が標

準化されていないが、専門家会議やアドバイザリーボードで議論されているのでしょうか？（毛利

先生） 

 岡部先生）高齢者については、エクモが利かないや希望されないなどあるが、手引きの中等症Ⅰ.Ⅱ

のⅡが多いか少ないかで逼迫度は違うし、人の命を救うという意味では、中高年者を視点において

おかないといけない。救える命を救うというのはそこのところではないかと思っている。そして、

議論されています。 

●本来は「命を守るのが」基本的方針だと明確であるべきだと思っているが、保健所の現場として思

うことは「感染拡大防止が１番で、命よりもそちらが大事というと極端ではあるが、感染拡大防止

をすることが命を守るのだ」と柔軟ではない方針を国が一貫して出してきていると思っている。同

時にリクスコミニュケーションにおいての致死率のアナウンスをきちんとしないなど、対応が後

手に回っているように思う。（柳先生） 

 岡部先生）分科会やアドバイザリーボードでも基本線は「一人でも重症者を減らそう、亡くなる人

を減らそう」と言っている。そのためには母数を減らさないといけない。 

基本線は「重症者を少なくする」というのがあり中等症Ⅱのレベルが最も大変だと思っている。軽

い人は家で見ればいいと思っていて、それが本来の医療になっていくのではないかと思っている

し、言い続けようと思っている。 

●医療従事者が予防接種を受けた後に診療するという特定接種として厚生労働省へ届けをさせてい

るが、今回は「医療従事者だから早く打とう」ということでワクチン接種を受けたにも関わらず、

療養・治療を行わなかった医療従事者が圧倒的多数になってしまったという事が、自宅療養を厳し

くした原因だと思っているがいかが思いますか？（逢坂先生） 

 岡部先生）新型インフルエンザ対策時、区分けをする際に「医師はすべて軽症の新型インフルエン

ザを外来で見るように」とした時に大きな反論があった。形成や皮膚科はインフルエンザを見てい

ないので「インフルエンザを見る医療機関」とした。今回は誰がインフルエンザを見るかの線引き

がうまくできず、アバウトに広げてしまったのが実情。必要なのは潤沢なワクチンが前提にあるの

で、潤沢なワクチンでなければないほど絞り込まないといけないというのが最初の段階ではない

かと思う。 

集団接種をやるかやらないかという話になった際にも「インフルエンザの住民接種、特定接種のガ

イドラインが出来ているのだから今から作らなくても見ればできる」と言っていた。国や自治体で

もそれを知っている人がいるのかいないかで違ってくる。 

●世界のコンタクトトレーシングと日本の積極的疫学調査との違いを先生のご意見を教えてくださ

い。（大木元先生） 

 岡部先生）日本のようにコンタクトトレーシングをやっているところはないと思う。やり方とし

て、応用して感染源を追及するというのは効果が十分ある時期はあったが、どこまでやっていく必

要があるのか。２年の集積があるのでそれを生かした次のやり方があってしかるべきだし、専門家
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会議や分科会でも 14 日間必要かというのは短くなっても効率よくやるべきだと話し合っている。

一度やらなくていいというと元に戻すのが大変なので、柔軟したいと思っている。しかし、そう考

えない人達は、14 日間は必要だという考えの人もいる。議論はされている。 

●２点ほど教えてください。（岡本先生） 

①ガイドラインについて、新型インフルエンザ以外にも使えるのではないかとおっしゃっておりま

したが、今回のコロナはそれに相応しかったのか。それ以外の疾患というのはどこまでのことを想

定していたのか。（岡本先生） 

 岡部先生）基本的には呼吸器感染症には使える。しかし、エボラと同じようにすることはできな

い。ガイドラインにもあるように、私の意見として致死率が 1％以下であれば心配することはない。

ただ、最初は重症者しか目にいかないので、高い致死率になるが、落ちてきたときに同じような考

えかたではなく、切り替えないといけないと思っている。このことは、専門家会議でも言ってい

る。 

②第５波の収束が急激に起こった。保健所が機能していなかったにも関わらず急激に下がったのは、

外的条件が働いたとしか思えないが、どう思われますか。（岡本先生） 

 岡部先生）そこは自虐的に思わなくてもいいと思う。今までの努力の集積は大きい。ただ、保健所

の努力だけで収束したわけではなく、一般の方々の警戒感が高まったし、コロナウイルスの変化か

どうかは確定していない。ワクチンは相当の効果があったが、それは保健所及び医療機関の力は強

かった。しかし、保健所が何もしなくても下がったのではないかというのは、「そんなことないで

すよ」と言ってあげないといけないと思う。 

●東京都の状況をお伝えしたい（福内先生） 

 東京都は国が言うものに対してかなり独自路線で平常時からいっている。今回も第１波から自宅

療養者が出ている。それをベースに対策し第３波で病床逼迫した。半分程度は接触歴が追えない。

時間がなく 14 日間は元に戻れないので、感染者を広げない、重症者を増やさないという事で高齢

者施設や医療機関等集団で暮らすようなところに重点化及び効率的に疫学調査を保健所長が判断

し範囲を決めてやっていた。東京都は４月くらいから都全体で自宅療養を支えるような医療体制

を作ろうと動いていた（各保健所で体制は違う）。往診、オンライン診療等を行いながら第５波を

乗り越えた。品川区保健所では、適切な医療を行われずに亡くなった方はいない。ただ、死亡され

てから診断された方は７名程度いた。それは東京や都会の問題だと思っている。疫学調査におい

て、東京は独自路線で自分たちの判断で重点化し効率化し実施している。（福内先生） 

 岡部先生）積極的疫学調査は本質的には必要なもの。ただ、まん延状況になれば止めなくてはいけ

ない。  
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６ 第７回班会議（令和３年１２月２５日） 

（１）2024 年度からの第 8 次医療計画 「新興感染症等の感染拡大時における
医療提供体制の確保に関する事項」についての提案 

  

1 

 

2024年度からの第8次医療計画

「新興感染症等の感染拡大時における医療提供
体制の確保に関する事項」について

「５疾病、５事業」 ⇒ 「５疾病、６事業」
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2 

令和２年 12 月 15 日 医療計画の見直し等に関する検討会の資料です。 
新興感染症等の感染拡大時における体制確保が、第８次医療計画から追加され、従来の「５疾病、５事業」から
「５疾病、６事業」となりました。 
 
具体的な記載項目（イメージ）として、【平時からの取り組み】と【感染拡大時の取り組み】が例示されています。 

3 

第８次医療計画に向けたスケジュール（案）です。 
 
令和４年７～９月まで国の検討会において新興感染症についての検討が行われ、10～12 月に報告書とりまと
め、翌年１～３月には医療計画の基本方針改正（告示）、医療計画作成指針等の改正（通知）の予定です。 
 
令和５年には、都道府県（二次医療圏域）において、「新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確
保に関する事項」を含めた第８次医療計画が策定されます。 

令和２年12月15日　医療計画の見直し等に関する検討会の資料です。
新興感染症等の感染拡大時における体制確保が、第８次医療計画から追加され、従来の「５疾病、５事業」から「５
疾病、６事業」となりました。

具体的な記載項目（イメージ）として、【平時からの取り組み】と【感染拡大時の取り組み】が例示されています。

第８次医療計画に向けたスケジュール（案）です。

令和４年７～９月まで国の検討会において新興感染症についての検討が行われ、10～12月に報告書とりまとめ、翌
年１～３月には医療計画の基本方針改正（告示）、医療計画作成指針等の改正（通知）の予定です。

令和５年には、都道府県（二次医療圏域）において、「新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に
関する事項」を含めた第８次医療計画が策定されます。










































































































































































